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平成２９年 第３回（定例）須 恵 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成２９年９月１日（金曜日）

議 事 日 程（第１号）

平成２９年９月１日 午前１０時００分開会

日程第 １ 会期の決定について

日程第 ２ 会議録署名議員の指名について

日程第 ３ 町長諸報告

日程第 ４ 議会報告

日程第 ５ 議案第４７号 平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４８号 平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ７ 議案第４９号 平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第 ８ 議案第５０号 平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 議案第５１号 平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１０ 議案第５２号 平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第５３号 工事請負契約の締結について 

日程第１２ 議案第５４号 名誉町民の推戴について 

日程第１３ 議案第５５号 須恵町監査委員の選任について 

日程第１４ 議案第５６号 平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１５ 議案第５７号 平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５８号 平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第５９号 平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第６０号 平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 報告第 ２ 号 平成２８年度須恵町健全化判断比率の報告について 

日程第２０ 報告第 ３ 号 平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告について 

日程第２１ 諮問第 １ 号 人権擁護委員の推薦について 

日程第２２ 諮問第 ２ 号 人権擁護委員の推薦について 
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本日の会議に付した事件

日程第 １ 会期の決定について

日程第 ２ 会議録署名議員の指名

日程第 ３ 町長諸報告

日程第 ４ 議会報告

日程第 ５ 議案第４７号 平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４８号 平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ７ 議案第４９号 平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第 ８ 議案第５０号 平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 議案第５１号 平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１０ 議案第５２号 平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第５３号 工事請負契約の締結について 

日程第１２ 議案第５４号 名誉町民の推戴について 

日程第１３ 議案第５５号 須恵町監査委員の選任について 

日程第１４ 議案第５６号 平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１５ 議案第５７号 平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５８号 平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第５９号 平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第６０号 平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 報告第 ２ 号 平成２８年度須恵町健全化判断比率の報告について 

日程第２０ 報告第 ３ 号 平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告について 

日程第２１ 諮問第 １ 号 人権擁護委員の推薦について 

日程第２２ 諮問第 ２ 号 人権擁護委員の推薦について 

出 席 議 員（１４名）

1 番 児 玉  求 2 番 世 利 孝 志

3 番 白 水 勝 元 5 番 三 栄 重
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6 番 田 ノ 上  真 7 番 松 山 力 弥

8 番 猪 谷 繁 幸 9 番 田 原 重 美

10 番 合 屋 伸 好 11 番 原 野 敏 彦

12 番 三 上 政 義 13 番 柴 田 真 人

14 番 今 村 桂 子 15 番 三 良 人

欠 席 議 員（な し）

事務局出席職員職氏名

局 長 吉 松 良 徳 係 長 白 水  誠

説明のため出席した者の職氏名

町 長 中 嶋 裕 史 副 町 長 平 松 秀 一

教 育 長 安 河 内 文 彦 総 務 課 理 事 満 行  誠

上下水道課理事 石 井 浩 二 健康福祉課理事 小 林 は つ み

住 民 課 長 梅 野  猛 子ども教育課長 御 手 洗 文 生

税 務 課 長 合 屋 浩 二 地 域 振 興 課 長 稲 永 勝 章

健 康 福 祉 課 長 長 澤 義 一 都 市 整 備 課 長 甲 木 圭 二

上 下 水 道 課 長 世 利 昌 信 まちづくり課長 平 山 幸 治

社 会 教 育 課 長 吉 川 聡 士 会 計 管 理 者 今 泉 俊 裕

総務課課長補佐 諸 石  豊 監 査 委 員 百 田 清 二
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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。酷暑も過ぎて、近ごろは、朝晩はめっきり涼しくな

りました。しかし、これからが夏ばての症状が出るそうでございますんで、皆さん、御自愛なさ

れますように。 

 また、きょうは、インターンシップで大学生の皆さんが傍聴に見えております。恥ずかしくな

いように、ひとつよろしくお願いします。 

 開会前に、広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 ただいまから、平成２９年第３回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に議会運営委員会の経過報告を求めます。１１番、原野敏彦君。 

○議員（１１番 原野 敏彦）  おはようございます。ただいまより議会運営委員会の報告を申し

上げます。 

 平成２９年第３回定例会議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 去る８月２５日、午前１０時より議会運営委員会を開催し、平成２９年第３回定例会の運営に

ついて協議検討いたしました。 

 今回、提出された案件は、議案が１４件、報告２件、諮問２件、ほか町長諸報告４件並びに閉

会中の組合議会報告４件でございます。 

 会期は本日９月１日から９月１３日までの１３日間としております。 

 委員会付託につきましては、議案第４７号から第５２号まで、決算認定議案であり、一括提案

として決算審査特別委員会に付託し、議案第５６号は予算審査特別委員会に付託します。常任委

員会につきましては、総務建設産業委員会４件、文教厚生委員会２件、議案第５５号監査委員の

選任及び報告２件、諮問２件につきましては、本日、採決を行います。 

 一般質問は、９月の７日午前９時から行い、終了後、全員協議会を特別会議室において開催を

いたします。 

 ９月１３日、最終本会議では、議案１３件の採決を行うようにしております。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第３回定例会の会期を本日から９月１３日までの１３日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第３回定例会の会期を本日から９月

１３日までの１３日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１１７条の規定により、２番議員、３番議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．町長諸報告

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ９月定例会を開催いたしましたところ、全員御出席のもとに議会開催でき

ますことをまことにうれしく思っております。 

 それでは、諸般の報告をさせていただきます。報告の順番が若干変わると思いますが、まず最

初に、北部九州豪雨にかかわる支援を１番にさせていただきたいというふうに思っております。 

九州北部豪雨に係る支援について  

 平成２９年の７月の５日、６日にかけて発生いたしました九州北部豪雨の災害に対しまして、

被災されました皆様方にまずもってお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。 

 さて、本町では、被災された市町村への人的支援といたしまして、８月までに９名の職員を現

地に派遣いたしております。救援の集積場、それから、災害ごみの受付、被災者の相談業務など

を行ってまいりました。このほかにも、災害ボランティアとして、本町の消防団員あるいは一般

町民の方々が支援活動に参加されていると伺っております。 

 また、糟屋郡の７町では、義援金といたしまして、東峰村、朝倉市、添田町に合計

１,２００万円をお送りいたします。そのうち、本町からは１３８万円を予備費から支出いたし

ております。 

 災害発生から２カ月を経過いたしておるわけでございますが、被災地の１日も早い復旧を心よ

りお祈り申し上げますとともに、今後とも積極的に支援活動を行ってまいりたいと、そのように

思っております。 

平成２８年度一般会計決算について  

 次に、２８年度の一般会計決算について御報告申し上げます。 

 平成２８年度一般会計決算につきましては、歳入総額８９億８,２１３万２,０３０円に対しま

して、歳出総額は８６億６,１６８万５,３９０円、歳入歳出差引額は３億２,０４４万

６,６４０円でございます。前年度決算に対しまして、歳入は１.８％、歳出は１.２％の増とな

っております。平成２７年度をさらに上回る決算を出しております。平成２８年度の決算額は歳
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入歳出ともに過去最高であったというところでございますが、そのように、決算の最高額を更新

いたしております。 

 財政構造の弾力性を示します経常収支比率につきましては、８５.５％から８８.６％へ、

３.１ポイント硬直化をしたわけでございますが、これは、経常一般財源収入の地方交付税並び

に臨時財政対策債の減少が経常収支比率を押し上げた大きな要因であると思っております。 

 では、具体的に、歳入から申し上げますと、町の自主財源の７割を占めております町税でござ

いますが、２８億６,２６３万円となっておりまして、主に、個人住宅あるいは事業所並びに償

却資産の増によりまして、固定資産税の税収が伸びており、町税全体で２.９％の増となってお

ります。 

 次に、本町予算の約２割を占めます地方交付税は、１９億９,８９４万円でございまして、率

に対しまして６.６％の減となっております。人口あるいは事業所の増加によりまして、町税収

の増加のため、交付税額が減額となったというふうに分析いたしております。 

 前年度より大幅に増加したのは繰入金でございます。財源不足の補填といたしまして、財政調

整基金を３億円取り崩して、歳入へ繰り入れております。 

 次に、歳出でございますが、まず、人件費でございますが、１２億６１８万円。３,３８８万

円の増額でございます。率にいたしまして、２.９％でございます。職員数に対しましては、

２７年度末の退職者が４名、２８年度の採用１０名で、６名の増でございました。 

 次に、普通建設事業でございますが、１１億３,６５３万円。前年度同様に、公共施設の整備

など、大きな事業を行っておりまして、１,４９７万円の増額になります。率にいたしまして、

１.３％の増でございます。 

 平成２８年度の主な事業といたしましては、補助事業では、須恵東中学校の大規模改造、城山

団地の道路改良、旅石・乙植木線の舗装改良のほか、オープンイノベーションセンター、これは

仮の名前でございますが、の建設など、施工をいたしました。 

 単独事業では、アザレア幼児園跡の駐車場整備のほか、平成２７年度から継続事業としてアザ

レア幼児園の建設、文化会館空調更新、須恵中学校校舎外壁の改修などを行いました。 

 次に、繰出金でございますが、平成２８年度への特別会計への繰出金は１１億９,７２２万円

で、１,６１９万円の増額でございます。率にいたしまして、１.４％の増でございます。 

 主なものといたしましては、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への約６億

２,７００万円、公共下水道事業特別会計への約２億６,８００万円の支出でございます。介護保

険事業への約２億６,４００万円の繰り出しでございます。なお、財政調整基金、減債基金につ

きましては、利子あるいは不動産売買収入５３５万円を積み立てております。 

 基金の取り崩しにつきましては、当初予算では、財政調整基金５億６,０００万円を繰入金の
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予算として計上しておったわけでございますが、最終的には、財政調整基金から３億円の取り崩

しとなりました。財政調整基金、減債基金を合わせましたところ、平成２８年度末の基金残高は

２５億８,２４６万円となっております。 

 今後も多くの公共施設の整備・更新が控えておりまして、財源の確保が最も懸念されておると

ころでございますが、議員皆様、町民皆様の御理解と御協力を今後とも願うものであります。 

 最後に、議案の提出に合わせまして、財政健全化法によります財政の健全化判断比率及び公営

企業の資金不足比率を、監査委員の意見をつけまして御報告しておりますが、両比率に対しまし

ては、昨年度に引き続き、正常の範囲内であることを申し添えます。 

無料Ｗｉ－Ｆｉによる住民へのインターネット接続サービスの提供について  

 次に、無料Ｗｉ－Ｆｉによる住民へのインターネット接続サービスの提供についてでございま

す。 

 来月１０月２日からでございますが、町民の利便性の向上を図るために、無料Ｗｉ－Ｆｉの利

用を開始いたします。利用できる施設といたしましては、庁舎、アザレアホール須恵、地域活性

化センター、須恵町図書館の４カ所でございます。このサービスは、スマートフォンなどの端末

からインターネットへの接続を無料で提供するものでございます。 

 現在、情報通信インフラの中でも、災害に強く、地域活性化のツールといたしましても有効な

Ｗｉ－Ｆｉへの注目が高まっておるところでございますが、このＷｉ－Ｆｉは、電話回線が混雑

して利用できない場合でも、インターネットにアクセスしやすく、また、スマートフォンを初め、

利用可能な端末が急速に普及している現在では、災害時におきましても、効果的に情報を受発信

できるものでございます。 

 一方、無料Ｗｉ－Ｆｉの利用に関しましては、最近、サイバー犯罪などの取り沙汰をされてお

りますが、今回提供します無料Ｗｉ－Ｆｉは、セキュリティ対策といたしましても、ＷＰＡ２と

いう最新の暗号化を施し、その安全性を高めております。また、児童なども利用することが考え

られますので、フィルタリングをかけることによって、有害な情報へのアクセスも制限いたしま

す。 

 なお、町民皆様の周知につきましては、広報９月号あるいはホームページに掲載して、多くの

方々に利用を促すようにいたしております。 

平成２８年度水道事業会計決算について  

 次に、２８年度の水道事業決算についてでございます。 

 平成２８年度は平年以上の雨量に恵まれまして、水の安定供給ができたと思われます。平成

２８年度収支は、消費税抜きで、水道事業収益が５億９,９８０万９,９３９円に対しまして、同

経費は５億５,５６７万９,７２１円で、差し引き４,４１３万２１８円の黒字となっております。 
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 収入面では、長引く経済活動の停滞、節水意識の浸透など、水需要はここ数年横ばい状態であ

り、水道料金の伸び悩みが生じております。費用面では、経費の削減に努めてまいりましたので、

４,４００万円余りの純利益となっております。 

 その結果、当年度未処分利益剰余金は４億６５９万６,４１９円となりました。今まで以上に

経常経費の削減と経営の効率化を図りまして、水道事業の健全な経営維持と良質な水を安定的に

供給できるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（三  良人）  これより、町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事

項につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。―質問なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議会報告

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 まず、閉会中に須恵町外二ケ町清掃施設組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告

を求めます。１４番、今村桂子君。 

○議員（１４番 今村 桂子）  おはようございます。須恵町外二ケ町清掃施設組合議会定例会が

開催されましたので、報告をいたします。 

 去る８月１６日、平成２９年第２回定例会が開催されました。議事日程につきましては、お手

元に配付している資料のとおりとなっておりますので、御参照ください。 

 まずは、組合長報告ですが、し尿処理施設「酒水園」につきましては、放流水は安定した水質

が維持されており、平成２８年度の搬入量は１万３,９７６キロリットルのし尿を処理し、順調

に処理業務が行われています。 

 しかし、施設は昭和５７年より稼動し３５年が経過、老朽化が進んでいる現状で、点検、維持、

補修を繰り返しながら延命化対策を図っています。 

 また、クリーンパークわかすぎの運営・管理につきましては、ＲＤＦ施設及びリサイクルプラ

ザ、両施設とも順調に稼働しており、ＲＤＦ施設では、平成２８年度１年間で約４万

２,０８０トンの可燃ごみを処理し、約２万４,９０２トンのＲＤＦを大牟田リサイクル発電所へ

搬出しました。 

 リサイクルプラザでは、約２,５７２トンの不燃・粗大ごみを処理しており、そのうち、有価

物としてアルミ缶、スチール缶合わせて１５０トン、ペットボトル１８０トン、破砕鉄、２級鉄、

アルミ缶等３７０トンを排出し、約２,８６９万円の売却益が出ています。 

 大牟田リサイクル発電関係につきましては、６月３０日に株主総会が行われ、平成３４年度末
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で大牟田リサイクル発電事業の終了が報告されています。当期の稼働実績としては、平成２８年

度熊本地震により、阿蘇広域行政事務組合のＲＤＦ製造施設が被災し、一時ＲＤＦの搬入がとま

り、搬入量が減となったのに伴い、焼却量も減っています。その結果、当期純利益は前期比

７,６１２万４,０００円減の２億５,１８２万１,０００円を計上し、繰越利益余剰金は８億

３２２万５,０００円となったとの報告がありました。 

 最後に、事業延長に関する地元対策事業につきましては、平成２８年度から平成３０年度まで

の３年間で行うこととなっており、平成２８年度においては、３井堰の改修等４,２８１万

７,６００円の周辺環境整備を行い、今後も継続していくとの報告があっております。 

 続きまして、議案ですが、議案第４号は、平成２８年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてです。歳入総額２４億４,０９６万８,９４７円、歳出総額２２億

３,１８７万４,８４８円で、歳入歳出差引残高は２億９０９万４,０９９円となっています。須

恵町の分担金は４億７,８１８万４,０００円で、３町分担金総額の３０.６７％となっています。

全員賛成で認定としています。 

 議案第５号は、平成２９年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計補正予算（第１号）につい

てです。 

 主なものは、歳入では、構成町３町分担金の減額。志免町、宇美町２町の受託事業収入の減額

です。須恵町負担金については２,９０５万９,０００円の減額となっています。歳出では、地元

との施設の稼働延長協定による諸条件を、平成２８年度から３年間で実施する地元対策負担金

８,７１４万６,０００円の増額です。全員賛成で可決しています。 

 なお、議案書及び平成２８年度歳入歳出決算書については、議員控室に置いておりますので御

参照ください。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。９番、田原重美君。 

○議員（９番 田原 重美）  おはようございます。粕屋南部消防組合議会報告をさせていただき

ます。 

 平成２９年８月１７日に、粕屋南部消防本部において第３回定例会が開催されました。議事日

程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 議案第１４号粕屋南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定については、地方

公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部を改正する法律の改正に伴い、国法との整合性を図るため、勤務時間

に関する条例と休日及び休暇に関する条例の改廃を行うもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第１５号粕屋南部消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員に対する育児休
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業など、現行条例の一部を改正するもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第１６号平成２８年度粕屋南部消防組合一般会計歳入歳出決算認定については、歳入総額

１９億９,２４２万９,１４４円、歳出総額１９億６,０３３万８,９５４円、歳入歳出差引額

３,２０９万１９０円となっており、全員賛成で認定しました。 

 議案第１７号平成２８年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計歳入歳出決算

認定については、歳入総額４,７９１万５,９５６円、歳出総額３,７７６万８,６４２円、歳入歳

出差引額１,０１４万７,３１４円となっており、全員賛成で認定しました。 

 報告第１号は、平成２８年度粕屋南部消防組合一般会計繰越明許費繰越計算書について報告で

す。 

 一般質問では、粕屋町、田川議員より、原発事故に対する消防署の放射線防護服などについて、

志免町、寺田議員より、平成２９年７月の九州豪雨災害に関連し、宇美川と須恵川の災害シミュ

レ－ションをつくっているが、冠水時の緊急車両の対応などについて、質問がなされました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので、御参照いただきますようよ

ろしくお願いします。 

 以上、粕屋南部消防組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、北筑昇華苑組合議会の報告を求めます。８番、猪谷繁幸君。 

○議員（８番 猪谷 繁幸）  北筑昇華苑組合議会報告をさせていただきます。 

 平成２９年８月２１日に、古賀市役所会議室において、第２回定例会が開催されました。 

 日程第５、報告第２号北筑昇華苑整備計画書策定業務調査報告書の概要について説明がありま

した。 

 施設は、建設後３５年が経過し、建物全体の老朽化が見られ、火葬件数の増大や葬送習慣の変

容など、長期的な展望に基づいた対応が求められることから、当該調査を実施し、報告書が作成

されました。 

 報告書に基づき、火葬状況・建物等の現状把握、また将来の予測等から、今後の運営方針を含

め、建物や設備、または火葬炉の改修・整備等の事業計画について報告がありました。 

 日程第６、第７号議案北筑昇華苑組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、当該

条例の育児休業の対象となる子の範囲の拡大を改正するもので、全員賛成で可決されました。 

 日程第７、第８号議案平成２８年度北筑昇華苑組合会計決算の認定については、歳入総額２億

８,８３６万４,６４５円、歳出総額２億４,４００万２５６円、歳入歳出差引額４,４３６万

４,３８９円となっており、全員賛成で認定されました。 

 また、詳細につきましては、議員控室に置いてありますので、御参照ください。 
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 以上、北筑昇華苑組合の報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１２番、

三上政義君。 

○議員（１２番 三上 政義）  糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告をさせていただきます。 

 平成２９年８月２８日に糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、第２回定例会が開催され

ました。議事日程につきましては、お手元に資料を配付しておりますので、ごらんのとおりでご

ざいます。 

 議案第４号は、平成２９年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第１号）に

ついてで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,６２５万２,０００円を追加し、歳入歳

出それぞれ９,１０７万８,０００円とするものでございます。 

 これは、総務費の林業総務費において、造林事業委託料１,６４７万円の増額で、それに伴い、

歳入の前年度繰越額の増が主なものとなっております。全員賛成で可決いたしました。 

 議案第５号は、平成２８年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。 

 歳入総額７,５４２万８,３９６円、歳出総額５,８５８万９,４４４円、歳入歳出差引額

１,６８３万８,９５２円となっており、全員賛成で認定いたしました。 

議案第６号は、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合組合長の選挙については、指名推選により、粕

屋町の篠﨑久義氏が再選されました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いておりますので、御参照いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合報告を終わります。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、議席に資料を配付しておりますの

で、報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。―質問なしと

認めます。 

 これより、議案の付議に入りますが、一括議題についてお諮りします。 

 議案第４７号から議案第５２号は、それぞれ関連議案でありますので、一括議題とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４７号
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日程第６．議案第４８号

日程第７．議案第４９号

日程第８．議案第５０号

日程第９．議案第５１号

日程第１０．議案第５２号

○議長（三  良人）  日程第５、議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第６、議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第７、議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第８、議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第９、議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の

認定について、以上、６議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉会計管理者。 

○会計管理者（今泉 俊裕）  おはようございます。それでは、議案第４７号から議案第５１号ま

での平成２８年度須恵町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の認定について、一括して御説

明申し上げます。なお、先ほどの町長の諸報告と一部重複する部分があるかと思いますが、御了

承をお願いいたします。 

 また、監査委員による決算審査につきましては、去る７月１８日から７月３１日まで実施いた

だきまして、意見書を提出していただいておりますので、決算の内容、主な財政指標等、後ほど

御参照いただきたいと存じます。 

 まず、議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、

別冊の平成２８年度須恵町歳入歳出決算書をお願いいたします。 

 決算書の１０ページでございます。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額８９億

８,２１３万２,０３０円に対しまして、歳出総額８６億６,１６８万５,３９０円で、歳入歳出差

引額、形式収支は、３億２,０４４万６,６４０円です。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき

財源、繰越明許費繰越額６,１１４万９,０００円を差し引いた実質収支額は２億５,９２９万

７,６４０円となっております。 

 この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支は２,９９８万７,６５９円の

黒字ですが、これに、なお黒字要素の財政調整基金への積立額４９２万５,０００円を加え、赤

字要素であります財政調整基金からの取崩額３億円を差し引いた実質単年度収支は２億

６,５０８万７,３９１円の赤字となりました。 

 前のページ、２ページ、３ページに戻っていただきまして、歳入の主な構成比を申し上げてい
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きます。 

 １款町税は歳入全体の３１.９％、６款地方消費税交付金５.０％、９款地方交付税は

２２.２％、次の４ページ、５ページの１３款国庫支出金１２.１％、１４款県支出金６.０％、

１７款繰入金３.３％、２０款町債８.５％で、一番下の合計欄、収入済額合計の予算総額に対す

る収入率は９６.０％、調定額に対する収入率は９８.３％となっております。 

 次に、６ページ、７ページの歳出でございます。 

 歳出の主な構成比を申し上げます。２款総務費は歳出全体の１２.２％、３款民生費３９.９％、

４款衛生費１１.３％、８款土木費７.７％。次の８ページ、９ページにいきまして、９款消防費

３.８％、１０款教育費１４.５％、１２款公債費７.０％となっております。歳出予算で翌年度

へ繰り越す額は４億４,０５１万４,１０８円で、主なものは須恵東中学校大規模改造の第２期工

事費、臨時福祉給付金給付事業、それから、保育施設整備事業などであります。一番下の合計欄

の支出済額合計の予算総額に対する執行率は９２.６％ですが、予算現額から翌年度繰越額を除

いた執行率は９７.２％となっております。 

 次に、議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。１８４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額３７億３,５９１万９７８円に対して、歳出総額

３７億３,１２５万５,６００円で、歳入歳出差引額は４６５万５,３７８円となり、実質収支額

も同額です。これを単年度収支で見ますと、１７５万５,７２６円の赤字です。これからなお、

赤字要素であります法定繰入金以外の一般会計からの繰入金４,４００万円を差し引き、黒字要

素であります前年度分の国庫負担金の返還金１,２９２万８０４円を加えた実質単年度収支も

３,２８３万４,９２２円の赤字となってございます。歳入合計額の予算に対する収入率は

１００.１％、調定に対する収入率は９２.７％、歳出合計額の予算に対する執行率は９９.９％

となっております。 

 次に、議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

ですが、２１６ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額３億１７０万２,５８１円に対して、歳出総額２億

８,７２８万４,２３０円で、歳入歳出差引額は１,４４１万８,３５１円、実質収支額も同額です。

歳入合計額の予算に対する収入率は１００.６％、調定に対する収入率は９８.６％、歳出合計額

の予算に対する執行率は９５.８％となっております。 

 次に、議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。２３４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額１１億１,０１６万２,２０７円に対して、歳出総額
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１１億３２８万７,３８２円で、歳入歳出差引額は６８７万４,８２５円、実質収支額も同額です。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.２％、調定に対する収入率は９８.８％、歳出合計

額の予算に対する執行率は９９.６％となっております。 

 最後に、議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。２５６ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額７,６５８万２,６６１円に対し、歳出総額

７,３１６万４,９０２円で、歳入歳出差引額は３４１万７,７５９円、実質収支額も同額でござ

います。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９９.４％、歳出合計

額の予算に対する執行率は９５.７％となっております。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  次に、世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  おはようございます。議案書の６ページをお願いします。 

 議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認定についてでございます。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２８年度須恵町水道事業会計決算書を監査

委員の意見をつけて認定に付するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の平成２８年度水道事業会計決算書で説明させていただきます。１ページ、２ページをお

願いいたします。 

 平成２８年度須恵町水道事業決算報告書でございます。なお、以下、消費税込みの決算額を述

べさせていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出のうち、収入は第１款水道事業収益、２ページの２列目で、決算額

６億４,５３７万８７円、前年度比２.３％の増でございます。主なものは、給水収益及び手数料

の増でございます。 

 次に、支出は第１款水道事業費用、２ページの３列目で、決算額５億７,４８０万３,３８６円、

前年度比０.６％の増でございます。 

 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出のうち、収入は第

１款資本的収入、４ページの３列目で、決算額１億１,５６４万３,５８０円、前年度比７.９％

の減でございます。これは、下水道工事に伴う工事負担金の減収でございます。 

 次に、支出は第１款資本的支出、４ページの２列目で、決算額２億８,４６６万９,２３５円、

前年度比８.１％の減でございます。これは、下水道工事に伴う工事請負費及び浄水施設耐震補

強工事請負費並びに佐谷・立毛地区測量実施設計業務委託料等の減でございます。 

 ３ページの下段です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６,９０２万５,６５５円
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は、損益勘定留保資金で補填しました。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４７号から議案第５２号については、議長、監査委員を除く１２人で構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することにしたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号から議案第５２号は決算審

査特別委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 なお、特別委員会の正副委員長については、調整ができておりますので、報告します。委員長

に今村桂子君、副委員長に松山力弥君であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第５３号

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第５３号工事請負契約の締結についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。平山まちづくり課長。 

○まちづくり課長（平山 幸治）  おはようございます。議案書７ページをお願いいたします。 

 議案第５３号工事請負契約の締結についてでございます。下記工事の請負契約締結について、

須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により本議会の議決を求めるものでございま

す。 

 工事名、城山防災会館（仮称）建設工事、契約方法、指名競争入札、請負金、９,８０６万

４,０００円、請負者、福岡県糟屋郡須恵町大字植木５６９番地２、株式会社若杉建設、代表取

締役、若杉良富、契約保証の方法、契約保証金、現金９８０万７,０００円、条件、工期、契約

の効力が生じた日から平成３０年３月１５日まで。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。

よって、議案第５３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号工事請負契約の締結につい

てを総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第５４号

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第５４号名誉町民の推戴についてを議題とします。提案
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理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５４号でございます。名誉町民の推戴についてということでござい

ます。名誉町民に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本

議会の同意を求めるものでございます。 

 今まで、原田昇町長が名誉町民でありましたが、今、亡くなられて、名誉町民はおってないわ

けでございます。今回、元運輸副大臣の渡邉具能氏を推戴しようとするものでございます。住所、

東京都港区芝４丁目１６番の１、氏名、渡邉具能氏、生年月日、昭和１６年４月７日生まれ、

７６歳でございます。 

 提案理由といたしましては、本町出身でありますし、本町の産業、経済等の発展に貢献され、

その功績が卓越であり、かつ、深く町民の尊敬を受ける者として、須恵町表彰条例第３条の規定

に該当するために、名誉町民の推戴について提案するものでございます。経歴書については、次

ページに載せております。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。―質疑なしと認めます。よって、議案第５４号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号名誉町民の推戴についてを

総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第５５号

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第５５号須恵町監査委員の選任についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５５号須恵町監査委員の選任についてございます。 

 須恵町監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法第１９６条の規定によりまして、本

議会の議決を求めるものでございます。 

 現監査委員の百田清二監査委員が２期８年やってこられたわけでございますが、本町の慣例と

いたしましては、監査委員は２期というような状況でございます。その後、適任者を探しており

まして、糟屋郡須恵町大字須恵６６９番地、氏名が吉松辰美氏、昭和２７年６月２４日生まれの

６５歳でございます。この方を選任したいということでございます。 

 提案理由といたしましては、須恵町監査委員百田清二氏が平成２９年１２月２１日をもって任

期満了のため、その後任の選任を提案するものでございます。経歴書については、次ページに掲

載をいたしておりますので、参照していただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 
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○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５５号須恵町監査委員の選任につい

ては、原案のとおり可決し、同意することに決定しました。 

 ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分といたします。休憩に入ります。 

午前10時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時09分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第５６号

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第５６号平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  では、議案書は１２ページをお願いいたします。議案第５６号平成

２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号）につきまして、地方自治法第２１８条第１項の規定

により本議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で御説明いたします。別冊の

１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５,３７８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８４億４,４７７万８,０００円とするものです。２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び金額等は、第１表歳入歳出予算補正によります。債務負担行為の補正第２条、債

務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正によります。 
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 次の２ページをお願いいたします。第１表になります。 

 歳入の主な補正を申し上げます。１３款２項国庫補助金８９８万９,０００円の補正です。こ

れは、社会保障・税番号制度システム整備に係る国庫補助金でございます。１６款１項寄附金

７５０万円の補正、篤志寄附金といたしまして、水戸病院の吉松秀則様から御寄附をいただいて

おりますことと、ふるさと応援寄附金といたしまして、ネットＰＲ拡充を図りました成果による

増額補正でございます。１８款１項繰越金３,３３８万２,０００円の補正。これは２８年度決算

実質収支額２億５,９２９万７,０００円から、補正財源といたしまして、一部計上する補正でご

ざいます。１９款諸収入３項雑入では３８９万２,０００円を補正しております。 

 ３ページをお願いします。歳出でございます。 

 まず、人件費につきましては、当初予算編成後、４月の職員人事異動によりまして不足します

職員給与、または不要となりました９件の費目を今回、補正させていただいております。 

 それでは、それ以外の主な補正を申し上げます。２款１項総務管理費補正額２,０４６万

９,０００円。主なものといたしましては、議案第５４号で提出いたしました名誉町民推戴に要

します予算、ほかふるさと応援寄附金記念品に要します予算、社会保障・税番号制度システム整

備に要します予算などでございます。 

 次に、２項徴税費、補正額６２４万６,０００円、固定資産税過誤納還付金が主な内容でござ

います。３款１項社会福祉費補正額３７３万７,０００円。主なものといたしましては、旧アザ

レア幼児園の電気設備改修及び後期高齢者医療特別会計への事務費繰出金でございます。次の

２項児童福祉費、補正額８４６万８,０００円。アザレア幼児園、れいんぼー幼児園の修繕及び

臨時雇い賃金が主な内容でございます。 

 ７款１項商工費、減額補正２９１万４,０００円。ここには、１２月に東京国際フォーラムで

開催されます町イチ村イチ２０１７に参加出店するための予算を計上しておりますが、あわせて、

別目で不要となりました人件費、嘱託員給与を減額しておりますので、総額では減額となってお

ります。 

 １０款教育費補正額４７０万円。１項では教員数の増に伴いますパソコン借上料、２項では第

一小学校のテニスコート設置工事、５項では、類似公民館施設整備補助金などが主な内容でござ

います。 

 最後に、４ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正、２件の追加でございます。１件目は確定申告書などの資料をスキャ

ナー、イメージ化して検索を容易にいたします課税資料ファイリングシステムの借上料でござい

ます。期間は平成２９年度から３４年度まで、限度額を１,０５０万円とするものでございます。

２件目は粕屋南部消防組合の平成２８年度の起債借り入れの償還分負担金といたしまして、平成
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２９年度から３３年度まで、１,１９４万９,０００円の債務負担行為を追加するものでございま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第５６号については、議長を除く１３人で構成する予算審査特別委員会を

設置し、これに付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号平成２９年度須恵町一般会

計補正予算（第２号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については、決算審査特別委員会同様、委員長に今村桂子君、副委員長に松

山力弥君であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第５７号

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第５７号平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１３ページをお願いいたします。議案第５７号平成２９年度

須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

 地方自治法の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。内容につき

ましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の２３ページをお願いいたします。平成２９年度須恵町の国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）は次に定めるところによる。歳入歳出の予算の補正、第１条歳入歳出予算の総

額にそれぞれ４６５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３８億２,０６５万

４,０００円とするものです。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表、歳入歳出予算補正によるとしておりま

す。 

 次のページ、２４ページをお願いします。まず、歳入からです。９款の繰越金４６５万

４,０００円は前年度の繰越金です。 

 続いて、２５ページ、歳出です。９款諸支出金１項償還金及び還付加算金６８５万

３,０００円の増額補正は、療養給付費交付金返還金で、交付金額が確定し、超過額を診療報酬

支払基金へ返還するものです。１０款予備費２１９万９,０００円は、収支調整のための減額補

正です。 

 以上です。よろしくお願いします。 



20 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案第５７号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号平成２９年度須恵町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第５８号

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第５８号平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１４ページをお願いします。議案第５８号平成２９年度須恵

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

 地方自治法の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。内容につき

ましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の３０ページをお願いいたします。平成２９年度須恵町の後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出の予算の補正第１条、歳入歳出予算

の総額にそれぞれ２３３万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億１,４３３万

７,０００円とするものです。第２項で、款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出

予算補正によるとしております。今回の補正は、職員の人事異動に伴い、不足する人件費に関連

する補正を行っております。 

 次のページの３１ページをお願いします。まず、歳入からです。３款１項他会計繰入金は、一

般会計から人件費分の事務費繰入金２３３万７,０００円の増額補正を行っています。 

 次に歳出です。３２ページをお願いします。１款１項総務管理費は、職員の人件費２３３万

７,０００円を増額補正しております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案５８号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号平成２９年度須恵町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第５９号

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第５９号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補
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正予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１５ページをお願いいたします。議案第

５９号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の３７ページをお願いします。平成２９年度須恵町の公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ２８万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１１億７２８万１,０００円とするものでございます。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によ

り御説明いたします。 

 ３８ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正、歳入です。６款１項繰越金、補正額

２８万１,０００円は収支調整により増額するものでございます。 

 ３９ページをお願いします。歳出です。２款１項下水道事業費、補正額２８万１,０００円は、

マンホールポンプの追加に伴う増額でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案第５９号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５９号平成２９年度須恵町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第６０号

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第６０号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１６ページをお願いいたします。議案第

６０号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の４４ページをお願いします。第１条、平成２９年度須恵町の水道事業会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予

定額を次のとおり補正するものでございます。支出、第１款第１項営業費用、補正額２３万円、
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主なものは、労務単価のアップによります保証費等の増額でございます。第３条、予算第４条に

定めた資本的収入の予定額を、次のとおり補正するものでございます。収入、第１款第２項企業

債、補正額１,３００万円は、緊急時用連絡管等に伴う企業債の増額でございます。第３項国庫

補助金、補正額マイナス１,３２４万４,０００円は、同じく、緊急時用連絡管等に伴う補助金確

定による減額でございます。第３条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額１億５,０４７万円は、損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

 次の４５ページをお願いします。第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補

正するものでございます。起債の目的、水道事業債、変更前限度額１億５,２２０万円を、変更

後１億６,５２０万円に、緊急時用連絡管等に伴う企業債の増額でございます。起債の方法、比

率、償還の方法等の変更はございません。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案第６０号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６０号平成２９年度須恵町水道事

業会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．報告第２号

○議長（三  良人）  日程第１９、報告第２号平成２８年度須恵町健全化判断比率の報告につい

てを議題とします。報告を求めます。満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  それでは、議案書は１７ページをお願いいたします。報告第２号平

成２８年度須恵町健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、監査委員の意見をつけ

て別紙のとおり報告いたします。 

 次の１８ページをお願いいたします。一般会計の実質赤字比率及び特別会計、水道事業会計を

含めましたところの連結実施赤字比率については、赤字はございません。次に、実質公債費比率

ですが７.４％、前年度が７.６％でしたので、０.２ポイント、よいほうへ下がりました。将来

負担比率は４２.６％、こちらのほうは財政調整基金を取り崩したことが影響しまして、８.７ポ

イント上昇いたしましたが、この基準は３５０％でございますので、十分範囲内の比率でござい

ます。 

 なお、別冊の決算審査意見書では、監査委員に書類審査していただきましたところ、以上の比

率について、適正である旨の御意見をいただいております。 
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 以上のとおり、報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。

よって、報告済みとします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．報告第３号

○議長（三  良人）  日程第２０、報告第３号平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率の報

告についてを議題とします。報告を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１９ページをお願いいたします。報告第３号

平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告についてでございます。 

 平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見をつけて別紙のとおり報告するものでござい

ます。 

 ２０ページをお願いいたします。１、平成２８年度公営企業の資金不足比率でございます。特

別会計の名称、水道事業会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の３会計と

も、資金不足比率には該当しませんので御報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。―質疑なしと認めます。よ

って、報告済みとします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．諮問第１号

○議長（三  良人）  日程第２１、諮問第１号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。提

案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  諮問第１号、２１ページでございます。人権擁護委員の推薦についてでご

ざいますが、人権擁護委員を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして、

本議会の意見を求めるものでございますが、現人権擁護委員であります丸山信行幸氏が１２月

３１日をもって任期満了となるために、その後任を推薦するというものでございますが、丸山氏

については再任をお願いしたい。 

 住所が糟屋郡須恵町大字旅石７２番地、氏名、丸山信幸、生年月日、昭和２４年７月４日生ま

れ、６８歳でございます。任期は平成３０年１月１日から３年ということでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  全員起立であります。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり可決し賛成することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．諮問第２号

○議長（三  良人）  日程第２２、諮問第２号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。提

案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  諮問第２号、同じく人権擁護委員の推薦でございますが、この方は、木下

澄子さん、現在の人権擁護委員ですが、退任のために後任を選任するものでございます。 

 住所が糟屋郡須恵町大字旅石８７９番地の３、氏名が米倉清美、生年月日、昭和４０年４月

１４日生まれ、任期は平成３０年１月１日から３年ということでございます。経歴については次

のページに載せておりますので、参照していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり可決し賛成することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月７日午前９時から行います。 

 本日は、これにて散会します。 

午前11時38分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時00分開議 

○議長（三  良人）  おはようございます。また、福岡地方に大雨洪水警報が出ているようでご

ざいます。被災に遭われたところに、また、雨が降るようでございますが、心配されるところで

ございます。 

 また、雨の中、傍聴者の方が見えています。議員各位しっかり、一般質問してもらいたいと思

います。 

 これから本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問

○議長（三  良人）  日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に質問を認めます。 

 １４番、今村桂子君。 

○議員（１４番 今村 桂子）  おはようございます。先日熊本の熊本橋のほうで、お盆集積所、

昨年から非常に苦情が出ておりましたが、今年は役場の方が対応していただいて、非常にマナー

もよくて、駐車なんかも、スムーズにいったということで、近隣の方が大変喜ばれまして、次の

日には、もう電話が入りまして、町長にお礼を言ってくださいということでございました。本当

に、すぐに対応していただきまして、担当課長初め、また職員の皆様、御苦労さまでございまし

た。 

 それでは、通告に従いまして、消防団員確保に対する対策・支援はということで質問させてい

ただきます。 

 消防団は、地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わず、その地域に密

着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。 

 全国で、約８６万人が団員として地域のために活動し、火災や大規模災害発生時に自宅から現

場へ駆けつけ、その地域での経験を生かした消火活動、救助活動を行う非常勤の特別職の地方公

務員です。全国的に消防職員数は微増傾向ですが、消防団員は年々減少しています。団員の確保

にも苦労している状況でございます。 

 紹介されて勧誘しても、入団を断られることも少なくありません。団員勧誘は消防団員の知り

合いなどの地縁に頼っているのが現状です。入団拒否や退団の理由は、仕事と両立できない、プ

ライベートを大事にしたいなど、誰もが思い浮かぶようなことです。昔は消防団が地域に根差し

た組織となっていました。現在は、若者も外に出ていきますし、地域の風習は通用しなくなって

います。須恵町においても団員の不足に頭を悩ませている分団も少なからずあります。須恵町の

消防団は全国大会に二度も出場するなど由緒あるすばらしい消防団です。昼夜を問わず、火事の
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ときには現場に急行し、操法大会の訓練の時期にはかなりの時間拘束されますが、勤務をしなが

ら頑張っていただいています。 

 また、青年団や婦人会がなくなって、祭りなどでも頼みの綱は消防団とイベントにも協力して

いただいています。もちろん、防災などのイベントには欠かせない存在です。よくやっているな

と頭の下がる思いです。若者の地域離れはこれからも慢性的に続くと思われます。そろそろ手だ

てが必要な時期に来ているのではないかと危惧しています。何か、町として、サポートできるこ

とはないか。団員確保に対する対策・支援などの今後の方向性についてお聞きをいたします。 

 今や、全消防団員の約７割はサラリーマンという状況の中、消防団の活性化のためには、被雇

用者が入団しやすく、かつ、消防団員として活動しやすい活動環境を整備することが重要です。

そのため、企業の消防団活動への一層の理解と協力が必要不可欠となっています。 

 消防団協力事業所表示制度とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められ

ると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度

です。市町村が認めれば、シルバーマークの表示証を交付します。消防団協力事業所として認め

られた事業所は、イメージアップのため、取得した表示証を社屋に掲示でき、表示証のマークを

自社ホームページなどで広く公表することができます。現在、表示制度を導入しているのは、

１,１５６市町村で６７％に当たります。また、支援策として、１４４の市町村が入札参加資格

の加点、総合評価落札方式の加点などを行っており、その他にも消防団協力事業所報奨金、消火

器の無償提供、広告紙広告掲載料の免除、協力事業所の表彰、協力事業所割引制度、防災行政無

線設置補助などを行っている市町村もあります。制度導入、支援についてお答えください。 

 次に、女性や学生の入団促進についてお尋ねをいたします。 

 近年、少子高齢化が進み、女性の活躍が期待されています。消防団においても例外ではなく、

近隣町の粕屋町、宇美町などでは、女性消防団員が活動していますが、須恵町における女性消防

団員加入についてお答えください。 

 消防団員が減少し、平均年齢の上昇が進む中、大学生、専門学生など、若い力の消防団活動へ

の参加が強く期待されています。そのような中、大学生、専門学生などを消防団員として採用し

ようという動きが各地で広まりを見せており、約３,０１７人の学生団員が活躍しています。岐

阜県大垣市では、消防団員として、２年以上活動することを条件に、大学院、大学、短大、専門

学校などに通う学生を対象に、返す必要のない奨学金を月１万円給付する制度を全国初の試みで、

今年度から開始しました。須恵町に潜在的な対象者がどれぐらいいるかわかりませんが、若い世

代の加入促進の取り組みとして、学生消防団員に奨学金を支給する考えはありますか。また、消

防団に所属する大学生などへ、就職活動用の推薦状を出すなどはどうなっていますか。 

 それから、教育についてですが、小中学校における消防防災クラブ等の設置の考えはございま
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すか。また、消防団に対する理解を深めるなどの教育は行っておりますか。自衛消防組織の要員

等に対する消防団への加入の働きかけはどうなっていますか。 

 次に、予備組織の充実についてお答えください。 

 シニア世代の取り組みについてですが、退職消防職団員における大規模災害発生時限定の機能

別分団の創設等の推進についてお尋ねをいたします。 

 以上の団員確保に対する対策・支援などについての今後の方向性についてお答えください。 

○議長（三  良人）  満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  おはようございます。では、総務課のほうからお答えさせていただ

きます。 

 質問要旨に従いまして、お答えします。 

 まず、消防団協力事業所制度につきまして、本町では、４月１日から須恵町消防団協力事業制

度がスタートしております。既に、１事業所から協力を得て、登録をさせていただいております。 

 なお、協力事業所の表彰につきましては、須恵町消防団協力事業所表示制度実施要綱、その

１１条におきまして、須恵町表彰条例に基づき表彰することができるとしております。 

 制度実施間もないところでございますが、先ほど言われました入札参加資格の加点や報奨金、

奨学金の無償提供等の特典支援は、現在実施してはおりません。 

 次に、学生消防団員につきまして、学生団員に奨学金として支給することに関しましては、他

の団員との公平性から、現在は考えてはおりません。 

 次に、就職活動用の推薦状につきまして、制度といたしましては、学生消防団活動認証制度と

いうものはございます。消防団員で継続的に消防団活動を行い、実績があるなど、一定の条件を

満たした上で、本人から依頼があり、消防団長が適当であると認めた上で、審査会に諮り、認証

決定通知書、いわゆる推薦状でございますが、それを発行するか否かを決めるという制度でござ

います。本町は導入はしておりませんが、他の自治体の実例や動向など情報の収集は行ってまい

ります。 

 次に、女性消防団員につきまして。女性消防団員の活動内容といたしましては、主に、ＡＥＤ

の使用方法や応急手当の指導、ひとり暮らし老人宅への防火訪問、自主防災組織等への防火指導、

大規模災害発生時の活動等、多岐にわたり活動の場がございます。実際に火災現場での活動は困

難で、いわゆる後方支援がメインになっておると伺っております。 

 本町におきましては、女性消防団員は在籍しておりませんが、消防団に加入することはできま

す。女性消防団員の加入促進の支援ということでございますが、まずは、役場庁舎の女性職員

４０名ほどおります、勤務しておりますけども、有事の際、特に大規模災害発生時などのときに、

災害対策本部で後方支援活動を行えるような体制ができないか、今後の防災体制を構築する上で
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考えてまいりたいと思っております。 

 次に、自衛消防組織要員についてということで、現在、自衛消防団の方々は、そのほとんどが

輪番制であり、年齢層も比較的高い方になります。年齢層の低い消防団組織への団員としての加

入ということにつきましては、団の体制からしても難しいところでございます。また、自衛消防

団が組織されている行政区に対しましても、消防団員の勧誘活動は行っておりまして、実際、消

防団員として活躍されてある方もいらっしゃいます。 

 本町としましては、自衛消防団の方々には、消防団への加入というよりも、自主防災組織の方

面で御活躍いただくことを期待しております。 

 次に、機能別分団の創設についてでございます。 

 まず、現在の団員の活動状況でございますが、火災発生時、大雨災害時、台風災害時など、消

防団出動を必要とする場合につきましては、役場職員、農協職員、自営業が中心ではございます

が、一定の人数は確保しておりますし、役場の新規採用職員は全員入団させ、団員の確保にも努

めております。 

 また、消防団ＯＢの方々は、建物火災があった際など、消防署が到達する前に現場近くの消火

栓を利用して、初期消火活動に当たられたり、消防車両を消火栓の位置まで誘導されるなど、退

団されても、なお、その志はいまだしっかりと持っておられます。 

 御質問の退職消防団員による大規模災害発生時限定の機能別分団の創設は、防災体制の礎にな

るかとは思いますが、南部消防署も近くにございますし、さきに申しました本町の消防団の現状

からも、有事の際に全く人がいない。出動できないなどの困難な事例はございません。ですが、

防災の基本、自分の命は自分で守るということは、災害が大規模になればなるほど忘れてはなら

ない基本中の基本でございます。本町といたしましては、まずは、防災に関する知識、技術を習

得する機会を設けることに努め、それぞれの組織や立場において積極的に参加、学んでいただき、

相互扶助の理念のもとに、有事に備えて、御自分の命を守っていただきたいと考えております。 

 最後に、教育についてですが、小中学校における消防防災クラブの設置につきましては、組織

をつくり児童生徒を育成することは、将来の消防団員の卵として期待されるものではありますが、

現在、限られた学校生活、カリキュラムの中で、これに特化して時間を割くことは難しいことか

ら、設置は考えておりません。 

 糟屋地区の状況を紹介いたしますと、篠栗町に１クラブがありますが、その活動は、出初め式

に団員と一緒に行進するといった内容でございました。 

 なお、防災教育の面では、各幼稚園、保育所、小中学校におきまして、年に１回消防署の指導

のもと避難訓練を実施いたしております。 

 以上でございます。 
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○議長（三  良人）  今村桂子君。 

○議員（１４番 今村 桂子）  今、お聞きしましたところ、消防団協力事業者が４月１日からス

タートしているということでございまして、今、１社ということでございます。その内容的に規

定が設けられておると思うんですけど、何名以上持った企業とか、災害時に資材とかを協力して

くれる企業とか、内容的に、もし、今の状況でわかれば、教えていただきたいと思います。 

 また、１社登録しているということでございますが、名前が言えるようでしたら、お願いをし

たいと思っております。 

 それから、活動認証制度というのが、今、消防団協力事業所に関しては、特定支援は今のとこ

ろないということでございますが、今後、そういう企業がふえてくれば、また、何か特典も考え

ていけばどうかなというふうには思っておりますので、その件もお聞きします。 

 それから、活動認証制度。学生の支援でございますが、現在うちではないということで、よそ

の状況を見て取り入れたいということでございますが、ぜひ、検討していただいて、取り入れて

いただければ、また学生たちの消防団員がふえると思いますし、そのことによって、就職活動も

スムーズにいくということもあると思いますので、よろしくお願いをしたいと思っております。 

 それから、女性消防団については、役場の職員を後方支援ということで、有事の際は災害対策

本部にということでございますが、これは有事の際だけではなくて、火災予防の観点からも、ぜ

ひ、活動できる状況に、これから取り組んでいただければなと思うんですけれども、その辺の御

回答をお願いいたします。 

 それから、自衛消防団に関しましては、高齢ということもあるということで、状況はよくわか

りましたが、自主防災組織のほうに、早く取り組むような、取り組むように努力をしていただき

たいなと思っております。 

 それから、機能別消防団の件に関してなんですけれども、この件は、一定確保してあって、Ｏ

Ｂに関しては、現場に駆けつけていただいているということをお聞きしておりますが、消防団の

ですね、もし、大規模災害が起こったときは、きちっと組織化していることによって、すぐに駆

けつけられるなどの利点があると思います。そこで、退職消防団員に対する大規模災害発生時を

限定して、機能別分団を創設することが大事じゃないかなと、そういう仕組みづくりをまずして

いただければ、緊急時には、すぐに招集できるとか。今は大規模災害が起こっていないので、何

でも対応はできていると思うんですけれども、もし、朝倉のように大規模災害が起こってしまっ

たら、やはり、そういう仕組みがあるのとないのでは、緊急性のときに対応が違うと思います。

今後、そういう防災の立場から、どのようにお考えかなと思っております。 

 それから、教育の面に対する子どものクラブということで、クラブは、ちょっと時間的に難し

いということでございますが、教育の中で、ぜひ、消防職員じゃなくて、消防団の働きとか、そ
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ういうことも、知っていただくような機会をつくっていただければなと思いますので、皆さんが

消防団を身近に感じて、子どものころから消防団に憧れるような、そういう取り組みができれば

なと思っております。その点はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  詳細については、総務課長のほうから答えますが、経緯というか、内容に

ついて、私のほうから答えたいと思いますが、今の質問でございますけども、事務的な質問でご

ざいますので、本来、こういう一般質問にはなじまないわけでございます。１問目と２問目が同

じ内容の質問でございます。そうすると、事務者のほうに尋ねられたほうが、よりわかるという

ふうに思っておりますし、現今村議員につきましては、副議長をされておられますし、議長、副

議長というのは、相当の権威があるわけでございますので、担当の職員あるいは課長を呼びつけ

て、この件については聞かれたほうが確かなものが出てくるんじゃなかろうかというふうに、ま

ず、お答えしたいというふうに思っております。 

 まず、第１番目の消防の協力事業所。これについては、特典は考えておりません。 

 それから、入札関係についても、特段の配慮というふうなことでございますが、入札につきま

しては、担当課のほうで、特段のまた調査を行っております。非暴力団的といいますか、極端に

言えば。そういう内容の企業であれば、それは一切入札に参加することができないとか、また、

違った面での規制がかかりますので、消防だけで、その判断をするということは、非常に厳しい

問題があるようでございます。また、消火器とか、そういうふうなものをやるとか、そういうこ

とは一切考えておりません。 

 それから、学生消防団員については、現在も学生の消防団員は入っております。 

 それから、大垣市が１万円というのは、大垣市は地方交付税の非交付団体でございますし、非

常に裕福な市でございますので、そういったことは市としてやっておりますけども、我々として

は、ある程度、横並びで、各町の町村が同じようなことをやっておれば、それに参加するという

考えでございます。福岡であれば、苅田町が裕福でありますから、苅田町はそういうふうにする

よというふうなことでやられますと、教育とか、そういう問題でも、非常に苦しい問題がありま

す。教育についても、苅田町が、例えば、特別の４０人近くおる教室にＴＴを入れるというよう

な、自前でＴＴを入れるというようなことになりますと、教育の公平性に欠けるわけでございま

すので、ある程度、それは他町と並び合わせたところでやっていくというのが妥当ではなかろう

かというふうに思っております。 

 それから、団員の中にも、非常に幽霊団員と申しますか、そういう参加しないというような団

員が各分団に何名かおるわけでございますので、その辺をしっかりとまず仲間内で勧誘しますの

で、入っちゃっとこうというような、ただ、名前だけの団員がおるようでございますので、そう
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いうものは避けたいというふうに思いますし、今、新入職員がみんな消防に入ってくるわけです

が、私は、好ましいとは思っていません。役場の職員は、非常時には、全部消防の団員と同じよ

うな形で活動をするわけでございますので、活動をそがれると、団のほうに行けば、役場のほう

の仕事ができないというような状況が起こりますので、採用するときに、消防団に入っています

という面接をする子どももおりますが、それに加点はいたしておりません。はい。消防団に入っ

て、役場に受ける人を優遇するとか、そういうことは一切行っておりません。本来は、入らない

ほうが数多く対応ができるんではなかろうかというふうに考えております。 

 それから、女性団員についてでございますが、４０名程度の女性がおられるわけですが、年齢

を区切って３５歳ぐらいまで、この方たちに女性消防隊というのをつくって、昔ありました、役

場に準団というのがあったわけ、消防の準団。これは団員の定数の中には入れないわけでござい

ますが、例えば、出初めとか、交替式の表彰のお手伝いをするとか、そういった形にして、準団

として制服を貸与するというような考え方を持っております。これについては、新たに、現課と

話し合いをしながら進めていこうというふうに思っております。 

 それから、自衛消防の要員でございますが、これはあくまでも自衛消防でございます。身近に、

消防団として動くよりも、身近に、その行政区内の人たちを助けるという形の意識を持ってやら

れれば、それが一番いいことであるわけですが、それから、自衛消防団に発展すれば、佐谷、上

須恵では自衛消防団がありまして、相当の訓練もやられておりますし、今年の上須恵の自衛消防

団の訓練については、４００人ぐらい集まってやったんじゃなかろうかと、相当の方が集まって

おりまして、私も行ってびっくりした状況であるわけですが、その自衛消防をつくる、そういう

輪番制というのも、確かに、みんながそういう消防のそういうことを学ぶということでは、一つ、

いいことではなかろうかと思っておりますが、これだけ行政区に加入しないという人たちがふえ

てきておりますので、この自衛消防団というのも、非常に継続が難しいかなというふうに思って

おります。 

 機能別団員。これは消防団員に任命しますと、非常勤の国家公務員というような認定がされま

して、けがとか、事故とか、そういう場合には補償があるわけでございますが、この機能別の今

の我々のＯＢの人たちについては、何も規制がないわけでございます。ただ、分団の地域内に火

事があった場合とか、すぐ先輩たちが出て、駆けつけて、消防車を出してしてもらうというよう

なことありますが、これはもう、５年ぐらいですね、あと、機具が変わりますし、我々が今消防、

２０年近く消防におりましたけども、消防の機械器具を操作するというのはできないわけでござ

いますので、そういった面では、５年ぐらいの形として、それを正式につくれということでござ

いますが、それはＯＢとして残られる方については、そういうふうにやっていけばいいかなと思

っておりますし、また、団長、副団長、それから、そういった指導員の人たちは、特にそういう
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意識が高いわけでございますので、制服ではありませんが、退団記念というような形で、式典用

の服なんかも貸与しておりますし、そういう人たちは、非常に高い意識を持って活動されるとい

うふうに思っております。 

 それから、教育についてでございますが、現在、５団体、それから２５０人ぐらいの人たちが

幼年消防クラブですか、平成６年につくっておるわけでございますが、小中学校についてはカリ

キュラムでできませんけれども、少年消防クラブは、クラブという名前じゃありませんけども、

幼稚園、保育所に平成６年度設立の幼年消防クラブがあり、町内クラブ数が５クラブ、２５０名

おりますということでございますので、この方たちが消防のために何か働くということじゃあり

ませんし、自分たち自己防衛のために、地震があったときにどういうふうなことをするかとか、

避難訓練とともに教育していくということが大事ではなかろうかというふうに思っております。 

 あと、詳細については、総務課長のほうで、落ちているところはフォローしてくれると思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  町長、町長、確認するばって。佐谷、上須恵に自衛消防団があると言わっ

しゃったが。（「自主防災です」の声あり）自主防災やな。（「はい、そうです。自主防災」の

声あり） 

 今村桂子君。──ちょっと待って。数値を（発言する声あり）じゃあ、満行総務課理事。自席

から、ごめんなさい。町長も自席からやったね。 

○総務課理事（満行  誠）  まず、消防団協力事業所でございますが、乙植木にございます安河

内建設さんが１社ございます。 

 その中の質問の中の事業所の規模とか、規定の中でどのようにされているかとか、団体の規定

とか、そして、今後、多く事業所がなったときの機材の調達とか、そういったところはどうかと

いうところでございますが、規模については、たしか、規定はなかったと思います。団体という

ところで文言があったと思います。 

 そして、事業所がふえていったところでということですので、そのときに考えさせていただき

たいと思います。 

 そうしまして、次は学生消防団について、そういった、答弁の中では情報の収集を行っていく

ということまで伝えましたので、この制度を取り入れるというところまでは、まだ、断言はして

おりませんので、そのところは、今の状態で、状況で、今の状態でございます。 

 そうしまして、女性消防団員につきましては、火災予防のというところでございましたが、た

だいま町長から申された中で、そのあたりも話で出てくるのではないかと思っております。 

 そして、自衛消防団のところへの自主防災組織。こちらに関しましては、大規模災害になれば

なるほど、そういった地域の方々の力が大きくなるということは確かでございますので、町とし
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ましては、そういった自主防災組織の拡充拡大というのは、目標としておるところでございます。 

 そして、機能別分団のところで、うちは制度がございませんけれども、限定された仕組みづく

りが大事なのではないかというところでございました。これにつきましては、今後の考えの中で

というところで、ここでは回答とさせていただきます。 

 最後に、教育についてということで、そういった小中学校、ただいま町長からもございました

ところの幼児園とか、そういったところにつきまして、やっておりますけども、消防団の働きを

知っていただきたい、そういった機会をつくっていただきたいというところでございました。こ

ちらにつきましては、そういった小中学校とかに関しましては、先ほど申しましたカリキュラム

等の問題もございますが、時間の問題もございますので、子ども教育課とそのあたりはまずは時

間との問題を話させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  今村桂子君。 

○議員（１４番 今村 桂子）  町長のほうから幽霊団員の話が出ましたが、確かに、今、人数的

には大分多く見えておりますが、実際は幽霊団員が結構多くて、なかなか活動をできる方は少な

いと思っております。その辺からも、やはり、私は、この団員を集めるのに、消防団が非常に苦

労されているということで、今後の方向性として、町で何か支援できるような対策がないのかな

ということで、ちょっと、いろんな方向性でお話を聞かせていただいておりました。 

 そこで、まず、消防団協力事業所を認定した１社ということでございますが、この消防団協力

事業所というのは、よその、国の法制を見ていただくとわかると思うんですけれども、消防団員

が事業所の中に何名いるとか、そういう規定を設けるとか。それから、災害時のときに何か機材

を提供しますよという地域に協力する事業所とか、何か特別な事業所を、そういう方たちを消防

団協力事業所として認定を町がして、それに対して、認定書を出して、それを事業所として、協

力していますよということで、消防団をふやしていく取り組みなんです。だから、この辺をちゃ

んと、そういうふうにされていたのかなというのを先ほどちょっとお聞きしていたんですけれど

も、ちょっと意味が違う回答をいただきましたので。 

 それと、先ほど町長が、消防団に学生１万円大垣市はやっていますということで、今度、志免

が前回１万円を払うということを決められているんですね。それで、横並びということであれば、

うちも、そうなるかなと思ったんですけれども、調べていただきたいなと。志免のほうが、前回

の一般質問のほうで払いますということを言われているので、私のほうも、これを入れさせてい

ただいておりますので、糟屋郡の中で、こういうところがあれば、その辺も、ちょっと調べてい

ただきたいなと思っております。 

 それから、幼年消防クラブというのが５クラブ町内のほうにあるということでございますが、
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せっかく、こういうクラブがあるのであれば、出初めのほうに参加しませんかと、篠栗のほうが

行進だけでもやっているということでございますので、そういうお誘いもしていただけたら、子

どもたちも喜ぶんじゃないかなと思いますので、そういうことも、今後考えていただきたいなと

思っております。 

 それから、事務的な質問ということでございますが、私は、一応、今後の方向性として、仕組

みづくりということをちょっと聞きたかったので、一応、この場で質問をさせていただいており

ます。 

 本来、町長は本来入らないほうが町としても対応、職員対応できやすいというふうに言われま

したが、ほかの事業所も、多分、消防団活動に昼間出ていって、仕事をしないで出ていくという

ことに、最近の風潮というのは、町長のほうは違う意味で言っているのはわかっておりますが、

ということじゃなかろうかということで、事業所の表彰制度というのを私は言っております。た

だ、本来入らないほうが、役場としては同じ仕事をしているので、そういう対応ができるという

意味で、町長のほうは言われていると思いますので、そういう意味で言えば、役場の職員が入ら

なくてもできるような消防団の人数、組織が必要なんじゃなかろうかと思います。 

 私は、予備組織の充実ということで、退職消防団団員による組織をつくっていただきたいと言

ったのは、火災だけじゃなくて、今火災は消防署があるので、すぐに対応できていると思うんで

す。ただ、有事の際のですね、今、災害というのは火災だけじゃなくて、土砂災害、水害、いろ

んな災害があって、いつ、その災害が大規模にやってくるかわからないというような自然現象と

か、状況にあると思うので、そういう大規模災害の発生のとき限定で、機能別分団の創設ができ

ないかなと、そういう仕組みづくりができないんだろうかと、緊急時に招集できるような仕組み

をつくっていれば、いざ、災害になったときにいいのではなかろうかという意味で、今後の方向

性で、そういう形をつくっていただけないものかということで、質問をさせていただいておりま

すので、今、火災等も消防車が５年ごとに変わるということでございますが、災害という意味を

大きく捉えていただいて、できないものかなということで、この点について、ちょっとお聞きを

したいです。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  災害については、自己防衛であるというのが一番大事なんだよということ

は、総務課長のほうから説明があったと思いますが、新たに、１万円、志免町が出す。何のため

に町長会を月１開いているかは意味がわかってないですね。志免の町長も、まだ新人だから、そ

の辺がわかってないと思いますが、そういう場合は、こういうことで、一般質問に答えています

ので、されますか、されませんかという、７町あるところでございますので、それを調整すると

いう機能を郡の町長会では持っておるわけでございますので、その点について、例えば、今度の
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災害も、３ケ町について義援金を、じゃあ、糟屋郡でどうしようかと、１,２００万円に決めた

わけでございますが、朝倉市から東峰村、添田町。どうして、今度の線状降雨帯がそこに降った

かという、それはいつも降るところなんですよ。筑後川の上流が朝倉市と東峰村ですよ。 

○議長（三  良人）  町長、答弁が違いますよ。 

○町長（中嶋 裕史）  いや、そして、添田町が遠賀川の上流なんです。そこに災害が起こる。雨

量が多いところに災害が起こるというのは当然なんです。 

 今度の、例えば、言われました職員が団員になるのがよろしくないと。今度の熊本災害で益城

町がそれで失敗したわけです。役場の職員に入ってくるのは、全部団員である。団員でみんな出

したわけですよ。役場の機能がしないわけです。本部機能が。だから、そういうもの。今も、役

場に、今、まだ若い人たちも入ってきますが、一時は分団長が分団の５名、１０分団ぐらいの

５名ぐらいが役場の職員であったわけです。そういう場合は機能をなくしてしまうわけです。だ

から、そういうことを考えると、役場の職員は入らないほうがいいと、消防には。そういうこと

を言ったわけでございます。 

 それから、協力事業所というのは、安河内建設についても、一人団員がおるわけでございます。

そういうことを言っておるわけ。だから、そこには、消防の精神も教育しますし、もともと団長

さんでしたので、その方は。そして、また、社員を消防団に入れるというのは積極的に入れてい

ただいておるような状況でございます。あと、機能別分団。そのときだけ、つくるというのは、

その人の身分保障も何もしていませんので、それはちょっと無理と思います。常にそれは大災害

を想定した形で訓練をしたり、身分保障をしておると。非常勤の公務員というような枠組みの中

でやっておかないと、いざというときには機能しないというふうに思っております。幾らＯＢで

あって、過去経験があるからということでは、それはできないし、身分保障、けがとか、特に死

亡した場合と、損害賠償とか、そういうのが、我々から命令ができないと、その人たちに対して

は。命令をすると、そういう保障の約束ができておるということを仮定しておりますので、それ

は難しいということでございます。（「幼年消防団を呼ぶという、出初めに」「出初めに参加さ

せてくれるかって」の声あり）それは、ただ、並ぶだけで、出初め、寒いときに子どもたちを風

邪ひかすのも何だし、それに出るために、やはり、行進をさせる。練習をさせるとか、そういっ

たこともありますので、それは幼稚園、保育所とちょっと相談をしながら、交替式か何かに出て

もらうことは可能かというふうなことも考えたいというふうに。それは、そちらのほうに相談を

してみないとわからないということでございます。 

○議員（１４番 今村 桂子）  機能別消防団は全国に幾つかできておりますので、その仕組みに

ついては、ちょっとわからないんですけれども、うちのほうも、災害時あったらよかったのにな

と思っております。本来の今後の方向性については、職場の役場の方が参加されなくても、消防
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団が充実して、数が足りるような方向性で頑張っていただければなと思います。消防団に関しま

しては、日ごろから感謝を皆さんしていると思いますので、今後とも消防団活動への支援をよろ

しくお願いします。 

 以上です。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（三  良人）  １番、児玉求君。 

○議員（１番 児玉  求）  おはようございます。議席番号１番、日本共産党の児玉求です。た

だいまより一般質問を始めます。 

 認知症の人への障がい者手帳交付と周知徹底についてと福岡地区水道企業団の赤字海水淡水化

事業は廃止を提案すべきではの２問であります。 

 まず、認知症の人への障がい者手帳交付と周知徹底についてであります。 

 新聞赤旗の記事を一応資料として提出していますので、ぜひ、ごらんになっていただきたいと

思います。 

 本町の人口は、２９年７月３１日現在で２万７,８９２人です。６０歳以上の住民は

８,８５６人、３人に一人は６０歳以上であります。認知症は誰でもかかり得る病気であります。

また、他人に知られたくない病気の一つでもあります。高齢化が進み、夫婦ふたり暮らしもふえ

ております。新聞赤旗７月２３日日曜版では、認知症の人は障がい者手帳をとることで、医療費

などさまざまな給付を受けられる可能性があると報じ、大きな反響を呼んでおります。認知症を

家族の介護だけにとどめず、役場と一体となった支援が必要ではないでしょうか。 

 一つ、認知症予防対策はありますか。認知症介護者数は何人でしょうか。２８年度障がい者手

帳交付人数は何人ですか。現在の周知広報はどのようにされておりますか。窓口対応はできてお

りますか。 

 それと、通告にはなかったんですが、もし、答えていただければ、認知症患者家族への障がい

者手帳交付への広報はするべきではないかと思っておりますが、それも、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

 それと、２問目であります。 

 福岡地区水道企業団の水道用水供給事業は、現在、筑後川水系、多々良川水系の鳴渕ダム、日

量２万２,０００トン、平成１７年より稼働した海の中道奈多海水淡水化センター、日量５万ト

ン、平成２５年供給開始の大山ダム、日量５万２,０００トンを合わせ、日量３０万２,８００ト

ンの水道用水供給能力を持ち、平成３０年供用開始の那珂川水系五ケ山ダム、日量１万トンなど、

今や、供給過多となった水余り現象であります。 

 福岡都市圏６市７町１企業団１事業組合で構成される福岡水道企業団は、平成１７年より稼働
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した海水淡水化事業で毎年１０億円前後の赤字を出し、平成２８年度までに、約１６０億円以上

の累積赤字を出しております。海淡施設の長期財政収支計画では、平成２７年から３９年までの

事業費１６８億４,１００万円も予定され、各構成団体の負担金は予定しておらず、費用は料金

で回収。本年度中間とりまとめをするとしております。水余りの現在、毎年約１０億円前後の赤

字を出す海水淡水化事業は廃止を検討すべきだと思います。 

 古賀、新宮及び宗像地区は、遠賀川水系からの水供給もあり、生産単価の安い安定した陸水で

カバーし、海水淡水化事業は、無理に続ける必要はないと思います。 

 １、事業費４０８億円の出資はいつまで続くのか。また、約１６０億円の累積赤字は各構成団

体で拠出するのか。この事業からの脱退、事業そのものの廃止を提案はされませんでしょうか。

赤字がなくなれば、新たな財源も生まれます。見解を伺いたいと思います。 

○議長（三  良人）  小林健康福祉課理事。 

○健康福祉課理事（小林はつみ）  おはようございます。児玉議員の御質問が認知症の人は、精神

障がい者保健福祉手帳をとることで、医療費、社会保障、公共料金などの免除、割引などが受け

られる可能性があるから、認知症で窓口に相談に来られたら、精神障がい者保健福祉手帳の申請

の説明をするようにということであれば、質問要約の認知症で障がい者手帳が交付されることを

知っておられますかとありますが、認知症の全ての人が障がい者手帳を取得できるというわけで

はございません。認知症は、認知機能の障害によって、社会生活などが困難になる症状を総称し

たものでございます。代表的な病名がアルツハイマー型認知症ですが、ほかにもさまざまな病名

がございます。あくまでも、認知症の症状の中に精神障害症状が含まれ、精神障害のため、長期

にわたり、日常生活または社会生活への制約がある人が対象であり、初診日から６カ月以上経過

した時点で、申請可能となりますので、専門医師でないと難しいところがございます。認知症全

ての人が手帳の対象ではないことを御理解ください。 

 では、質問要旨に沿ってお答えをいたします。 

 １問目、認知症予防対策につきましては、須恵町が現在実施いたしております介護予防事業は、

認知症予防対策にも効果があるメニューも取り入れた事業です。平成１２年度から、行政区ミニ

デイサービス、１５年度から、わくわくデイサロン、２７年度からは、アイパッドを使った脳若

トレーニング教室がございます。特に、脳若トレーニング教室におきましては、脳の活性化に大

変効果があるということで、児玉議員にも議会代表で出席いただいております行政区ミニデイ

サービス支援会議でも御説明させていただいております。 

 今年度は、旅石区が９月４日の行政区ミニデイサービスで、脳若トレーニング教室を取り入れ

られております。現在、わくわくデイサロンと脳若トレーニング教室は広報誌で紹介しておりま

す。今後は、ホームページや各種団体にも紹介し、住民への周知に努めてまいりたいと考えてお
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ります。 

 ２問目、認知症介護者数につきましては、認知症の人数は、国民健康保険、後期高齢者医療保

険、社会保険等の医療レセプト情報を全て把握することができませんので、認知症介護者数を把

握することは難しい状況でございます。 

 ３問目、障がい者手帳の交付人数につきましては、８月末現在、身体障がい者手帳は

１,０９０人、療育手帳は２４３人、精神障がい者保健福祉手帳は２８５人に交付されておりま

す。 

 ４問目、現在の周知方法と今後の取り組みについては、窓口に相談に来られた人には、障がい

者福祉のしおりなどで、丁寧に説明させていただいております。 

 今後も、高齢者の総合的な相談窓口である福祉係及び地域包括支援センターにおいて、また、

年１回開催しております町内医師会との合同会議においても周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ５問目、窓口対応はできているかにつきましては、現在、認知症ということで、窓口にて相談

を受け、相談者が何を必要とされているのか、十分にお聞きし、病院へつないだり、介護保険申

請手続などの案内をいたしております。 

 精神障がい者保健福祉手帳を必要とされない相談者や病状によって手帳の対象とならない人も

いらっしゃるので、認知症ということで、即手帳の申請には至っておりません。が、手帳を申請

される人は、病院からの紹介で来庁されており、平成２８年度は、アルツハイマー型認知症で

５名の人が、今年度は７月末現在で、やはり、アルツハイマー型認知症で５名の人が申請されて

おります。 

 先ほど、認知症または認知症家族への公募はされていますかということでしたが、募集という

ことですので、そういうことはやっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  続いて、２問目を石井上下水道課理事。 

○上下水道課理事（石井 浩二）  おはようございます。２点目の福岡地区水道企業団の赤字海水

淡水化事業は廃止を提案すべきではとの質問につきまして、お答えさせていただきます。 

 海水淡水化センターは、福岡地区水道企業団が運営されております事業の中の一つの施設でご

ざいます。このため、筑後川水系、多々良川水系、海水淡水化施設を含めて全体で収支を管理さ

れており、これらの多様な水源を一体的に運用することにより、水道の安定した供給をしており

ます。また、海水淡水化事業への建設出資は既に終了しております。 

 さて、福岡地区水道企業団は、先ほど議員さんがおっしゃいましたように、福岡都市圏の６市

７町１企業団１事務組合により構成されております。現在、筑後川水系からの導水、多々良川水
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系の鳴渕ダム、平成１７年度から稼働を開始した海水淡水化施設により、１日最大２５万

８,０００立方メートルの水道用水を福岡都市圏に供給しております。 

 また、平成３０年度からは、那珂川水系の五ケ山ダムの完成により、１万立方メートルが新た

に加わります。 

 海水淡水化事業については、福岡県において、福岡地域広域的水道整備計画の中に位置づけら

れており、海水淡水化施設は頻発する渇水に対応するためなど、気象条件に左右されにくい新規

水源として建設されております。 

 今年７月に起きました九州北部豪雨で見られましたように、安定した水の供給は非常に重要な

インフラであると再認識いたしております。当然、議員さんも、そう考えておられると思ってお

ります。近年、少雨と多雨の二極化が進む中で、安定供給、また、危険回避の面から、筑後川だ

けでなく、複数の水源を持つことが重要であり、海水淡水化施設は天候に左右されない水源です

ので、渇水や事故等の異常時や福岡導水の工事など筑後川からの取水が制限された場合におきま

しても、安定した水の供給に重要な役割を担っておりますので、廃止を提案するということは全

く考えておりません。海水淡水化施設の運用につきましては、今後も引き続き河川からの取水を

優先的に使う効率的な水運用を継続していく予定であり、海水淡水化施設は、これまでと同様の

運転が望ましいと考えております。 

 今後は、海水淡水化施設の劣化状況及び維持管理等における課題を調査によって明確に注視す

ること、また、施設ができて１２年が経過し、新技術によるコスト縮減の可能性等が見込まれま

すので、福岡地区水道企業団に対し、十分検討していただきますよう働きかけていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  児玉求君。 

○議員（１番 児玉  求）  この海水淡水化事業でありますけど、これは、約１６０億円の累積

赤字を出しております。そして、今後、平成２７年から３９年まで、今後、この継続事業費を

１６８億４,１００万円予定し、今年度中に中間とりまとめをすると、継続するかということで、

取りまとめをするというふうな方向を出されておるわけですけど、現在、河水事業ということで、

今、理事お話になりましたが、その実績が、この海水淡水化をしなくても、水余りの状況は続い

ておりまして、渇水の状況は今まで報告はされておりません。そうしまして、現在、陸水と淡水、

海水淡水化の費用が全然……。 

○議長（三  良人）  児玉君。 

○議員（１番 児玉  求）  はい。 

○議長（三  良人）  先ほど、全体で運営しているって、水道企業団がでしょうが。個別の話じ
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ゃだめでしょうが、いいですか。答弁聞いています。ちゃんと。 

○議員（１番 児玉  求）  はい。 

○議長（三  良人）  淡水化だけじゃなくて、大山だけじゃなくて、全体で水道企業団が運営し

ているって、今、理事が申しましたでしょう。 

○議員（１番 児玉  求）  はい。 

○議長（三  良人）  はいじゃない。それからの質問にせんと。 

○議員（１番 児玉  求）  はい。じゃあ、おことわりします。 

 陸水の、これ、福岡市水道企業団の資料でありますが、２８年度で１立方メートル、８１円

１６銭であります。海水淡水化が３４０円でありまして、この水道企業団としては、プールをし

て、黒字になっとるというふうなことでありますが、陸水を使えば、全然問題ないわけでありま

す。今後、この継続になっとる分のですね、２７年から３９年、事業費１６８億４,１００万円

あるわけですが、これは……。 

○議長（三  良人）  簡潔な質問にしてください。答弁できにくいですよ。 

○議員（１番 児玉  求）  はい。水余りの今の現状を鑑みれば、この海水淡水化事業は廃止を

検討するべきだというふうに思っております。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。町長、自席から。 

○町長（中嶋 裕史）  もともと陸水っていうやつは、久原、南畑、背振、曲渕、瑞梅寺、江川、

この６ダムで供給しよったわけですよ。それで、昭和５３年から５４年、福岡大渇水というのが

起こったわけですよ。だから、その後、多々良川水系で、長谷、猪野、鳴渕、那珂川水系で、御

笠川、多々良川で、その水量を補うように、そして、筑後川大堰をつくったわけですよ。そして、

その後、それでも水が不足するということで、大山ダム、下のところにありますね。それから、

こっちの五ケ山ダム、これも全部ダムの水を全て水道水にもらうわけじゃないわけです。多目的

ダムでございますので、農業用水にも使わないかんし、いろいろなもので使うわけ。だから、五

ケ山ダムでも、そのうちの１万トンしか使わんわけだ。そうすると、海水淡水化は上水に使うだ

けですから、日量５万トン、一つの大きなダムの水を供給するぐらいの量を出すわけでございま

す。それで、やっと、かっと、何とかなるわけですが、今言われましたように、陸水を使えばい

いって、陸水には全て水利権が入っております。水利権をどのようにするのかと。そして、海水

淡水化をつくって、福岡都市圏が水を自前でつくるという努力をしない限り福岡都市圏には水は

ないわけです。遠賀川と筑後川、あそこから水をもらわないことには、福岡都市圏は生きていか

れないわけです。２５０万の人たちがおるわけでございます。それは筑後川の人が、自分たちの

水利権をある程度やって、そして、都市圏に水をやろうというふうに言われたわけでございます。

その人たちに感謝する気持ちも込めて、淡水化事業を行ったわけでございます。ただ、経済的な
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問題だけで、それが１６０億円も大きな赤字的な問題を起こしていると。陸水を使えば、８０何

円。海水淡水化３４０円、１トン当たりかかると。それをプールして、それでも福岡都市圏の水

は安いわけです。他のところから。それで大渇水のときに、みんな、水をどんどん使いよったわ

けですよ。都市圏、水が安いということで、それで大渇水で水の節水をするという、今、福岡都

市圏、水の使う量というのは、全国１位ぐらい低いと思いますよ。大渇水を起こして。そういう

危機があるから、予備水としても、陸水だけに頼らない。その他の水源としてでも、海水淡水化

事業を持っておかなければ、福岡都市圏は生きていかれないということで、海水淡水化事業を始

めたわけですよ。それに水が余っとうとか、そげな状態じゃないわけですよ。今でも水足らない

わけですよ。渇水のときとか。全てのダムの水が上水に来ようわけじゃないわけですよ。その辺

は理解してもらわないと。福岡都市圏の人は、筑後川、遠賀川に感謝の気持ちを込めて海水淡水

化事業をやっているわけです。そのことを言って、私は終わります。 

○議長（三  良人）  児玉求君。３問目でございます。最後の質問になりますから。はい、児玉

求君。 

○議員（１番 児玉  求）  最後ですか。 

○議長（三  良人）  ３問目だから。（発言する声あり） 

○議員（１番 児玉  求）  今、町長、お話されましたけど、十分現在ですね、さっきも私がお

話いたしましたが、水は足りとるんですよ。（「断言できますか、あなた、それを。事業団でも

水が足りとるとやら言わんとに」の声あり）いやいや、これは、これは、私がお話する資料は、

福岡地区水道企業団水道用水供給事業改定の資料であります。（「改定資料でしょう、それは」

の声あり）いや、だから、私が先ほどお話しました日量３０万トン。（発言する声あり） 

○議長（三  良人）  ちょっと、一問一答やないから。（笑声） 

○議員（１番 児玉  求）  毎日供給する分がですよ。お話ししますと、大口の福岡市が

４,９５３万トンで、企業団合計で８,８７３万トンになっております。しかし、実際供給できる

分はそれ以上、１万１,０００トン以上あります。水は足りとるんです。 

○議長（三  良人）  質問は。児玉君、質問に入って。 

○議員（１番 児玉  求）  はい。それと、受益者負担と申しますか、これはですね、福岡市の

ほうが、約６０％大体占めとるわけです。そして、本町は、この海水淡水化を取水しとるんでし

ょうか。 

○議長（三  良人）  どこまで、終わる、それが質問ですか。 

○議員（１番 児玉  求）  いや、それはよろしいです。（発言する声あり） 

○議長（三  良人）  一問一答じゃないってば、町長。（発言する声あり） 

○議員（１番 児玉  求）  それで、この海水淡水化事業を糟屋郡も７町あるわけですけど、
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１市。ぜひ、私は、町長は、そういうふうに必要性を言われておりますが、水が足りている状況

におきましては、今後、この企業団としては、２９年から、失礼しました、２７年から３９年ま

での事業費が１６８億円あるわけですけど、これは各構成団体に負担金は予定しないということ

で、費用は料金で回収するというふうなことを言っておるわけですよね。資料で見ますと、須恵

町は平成２０年が１立方メートル１８０円で、平成３５年から３８年になりますと、１９６円ぐ

らいなります。ですから、私は、この海水淡水化施設は廃止すべきじゃないかなというふうには

思っております。 

○議長（三  良人）  そうですね、わかりました。 

 海淡から水が来ているかどうか。それと廃止に向けてどうするか、２つ答えてください。 

○町長（中嶋 裕史）  海淡からの水は来ておりません。現在、水道企業団には、日量

２６８.１トンの水を供給できる、最大量がですね。渇水のときは減るわけですよ。例えば、鳴

渕でも２万２,０００トンもらうようにしていますけれども、１万トンしかもらえないときもあ

るわけでございます。最大量で、状況がよかときで、２６０万トン。２５０万トンぐらいしか使

ってないから、１０万トンぐらい水余りを起こしている。そういう言い方だと思いますが、それ

はそれとしていいわ。水道料金というのは、その町から出す、水を、買った水を出す。そして、

みんなに、戸数でみんなに分配をして、みんなで分けるわけです。そして、料金を徴収するわけ

ですから、我々のように人口がふえているところは水道料金が困っていないわけです。北海道の

ように、あれだけ広いインフラ整備をして、人口が減っておると。１戸当たりの水道料金は倍ぐ

らいになっていくわけですよ。水道料金って、そういうことなんです。ただ、それだけではだめ

だと。福岡都市圏は水がないんですよ。大きな川がないでしょう。どうして、水をつくるんです

か。それは筑後川の周辺とか、遠賀川の周辺の人たちが、自分たちの水をあげようということで、

もらっているわけです。それを水余りだとか、そういうことを言うたら、筑後川流域の人たちか

ら、相当非難ごうごうですよ。そして、我々は毎年筑後川の人たちの周辺の自治体に対して、カ

ッパリングだとか、そういう競艇場からの上がったお金をそっちに持っていくとか。ノリを配っ

て、８月１日は節水に心がけてくださいとか。言われたように、節水をしなければ、まだ、なら

ない。それは筑後川に対するパフォーマンスでもあるわけですよ。水がないと。福岡都市圏には。

それをもらっておるわけ。もらっている以上は、自前の水を何とかしてつくろうという、高い水

を出して。そうすると、これを２５０、１日要るわけ。５万トンしか、海淡でできません。あと、

５個つくらないかんわけですよ。海淡の施設を、福岡都市圏で。そしたら、５倍のまた水道料金

がかかってくるわけです。それを筑後川や遠賀川からもらっているから、安い水でプールして、

安い水で終わっておるわけですよ。そういう感謝の気持ちというのはないんですか。でしょう。

我々は、筑後川の人たちに感謝しているわけですよ。全て。担当課も、首長連中も、みんな。筑
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後川の人たちにありがとうございますということで、年に１回の懇談会はありますが、それ以外

のことで、それ以外のことでお金も出して、都市圏から上がったお金を出して、ありがとうござ

いますという気持ちを伝えておるわけですよ。それに水が余っとうから、海淡はやめて、そした

ら、８０何円で入ってくるんけんていう、でも、５０分の１なんですよ。海淡の水っていうのは、

入ってくる量の。そこをすると料金が物すごく低くなってくるわけでございます。 

 また、都市圏の水はある程度安いというものがあるわけでございます。それは２５０万が使っ

ておるわけですから、２万人とか、３万人の町の水道料金とは、そりゃ、違いますよ。いうよう

に、我々は感謝の気持ちを込めて、海淡の施設は存続いたします。 

○議長（三  良人）  以上をもって、児玉君の一般質問を終結します。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（三  良人）  ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１０時

３５分といたします。休憩に入ります。 

午前10時22分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時33分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ６番、田ノ上真君。 

○議員（６番 田ノ上 真）  おはようございます。６番、田ノ上です。 

 先ほどの児玉劇場、楽しく拝見させていただきました。町長のお元気な姿を見て、私もうれし

く思っております。須恵町も安心だなと思う次第でございます。ただ、残念ながら、かみ合って

いないのが気の毒だなと、お疲れさまでございます。 

 諸事不穏な世相でございますが、私自身、先日不注意か戒めか足を負傷しまして、恥ずかしな

がら虫刺されからの感染症です。薬のため痛みのため、議会中に集中力を欠くのは同僚諸兄に迷

惑をかけ申しわけなく思っていましたが、この数日、別に誰も困っていない、チームプレイのあ

りがたさと頼もしさを感じているものでございます。議長からは、スリッパでもいいとのお許し

があったのですが、私も靴屋でございまして、晴れの場では靴を履きたいということで、きょう

は靴をしっかり履いて登壇させていただいております。個人的なことで恐縮ですが、自戒を込め

申し上げた次第です。失礼いたしました。 

 それでは、通告に従い、要介護者にも福祉タクシー券を望むとして質問いたします。 
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 須恵町においては、障がい者への助成として、福祉タクシー利用券を発行しています。これは

実によい制度だなと思っております。須恵町福祉タクシー料金補助支給規則には、その目的を

「障がい者に対し、タクシー料金の一部を補助することにより、日常生活の利便と社会活動の範

囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資する」としています。ここに、この制度の高邁な志と深

い慈愛を感じるものでございます。 

 そこで、助成の対象となるのが、支給規則第２条に定める障がい者です。その規定は、１級と

２級の身体障がい者の方、療育手帳Ａの交付を受けている方、特定疾患医療受給者証をお持ちの

方、精神障がい者医療手帳の交付を受けている方とされています。 

 そして、これらの方で、須恵町に居住し、住民票を持つ在宅の方が、福祉タクシー利用券の助

成を受けることができると第３条に示されています。長年、私としては申し分のない制度と思っ

ていたのですが、住民の声を聴いている中で、なぜ要介護の方には支給しないのかという意見に

触れ、なるほどと思いました。 

 言うまでもなく、要介護者と身体障がい者は法的に概念が違いますので、立て分けられていま

す。皆様御存じのとおり、身体障害は身体の機能の損傷、損耗をいい、要介護は生活上の自立の

程度により、介助を必要とするかどうかの度合いです。ただそうはいうものの、多くの場合、

１級、２級の身障者は同時に要介護者であることが多いでしょう。そういうことから、私自身、

現状でカバーできているという認識を持っておりました。 

 しかしながら、確かに私の父は身障者２級ですが、介護保険制度の中では要介護と要支援を行

ったり来たりして、最近は要支援１です。在宅ではございませんので助成の対象外ですが、身障

者２級でも要介護とは限らない事例です。逆にいえば、要介護で不自由を強いられながらも、

１級、２級の身障者でもなく、療育手帳Ａでもなく、特定疾患でもなく、精神障がい者医療手帳

を持っていない方、つまり支給規則上の規定に該当しない方が、少なからずおられるのではない

かと思うのです。 

 なぜ、要介護のみの方が対象とされていないのか。思うに、該当数が余りにも多くなるので助

成が大変なのではと邪推もしたのですが、それはさておき、やはりこの支給規則が制定されたの

が平成元年という時代性にあるのではと思います。既に、２９年が経過しております。この期間

に介護保険の成立があり、今に至るまで次第に介護の概念と理解が社会に浸透してまいりました。

最近の制定なら、当然要介護の方も対象になったに違いないと思うものです。 

 もちろん、本規則の附則を見ると、たび重なる改正の痕跡が確認できるのですが、ここでさら

にこの３０年間の変化を考慮し、時代に合わせ、対象範囲の再検討・改正することが、この規則

制定の精神にかなうものと思い、質問に至った次第です。 

 平成２８年度の決算書によりますと、福祉タクシー利用助成金の額は７０７万７,２７０円で
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す。なかなか多い金額だなと思いました。伺うところによりますと４１４人に発行されていると

のことです。そして、要介護の方は１から５まで７０５人です。そこから、助成対象の障がい者

の方を除いて、在宅でタクシー乗降可能な方などの条件をつけるとしたらどれほどの人数が新た

な対象となるでしょうか。町財政への過大な負担を避けつつ、対象範囲を要介護者まで拡大する

ことを望むものですが、それには対象者が激増しないよう適切な線引きも必要になることでしょ

う。 

 それとともに、例えば１人当たり年間６０枚助成しているタクシー券の枚数を加減する方法や、

かかりつけの病院など行き先を限定する方法も一考の余地があると思います。あわせて制度の運

用について見直すことで、タクシー券の過剰な利用を防ぐことも検討に値するように思われます。 

 例えば、船橋市の制度は、利用者が事前にタクシー券に名前を記入するところは同様ですが、

タクシー１回の利用につき運賃全額を支払うとともに、タクシー券を１枚だけ運転手に渡す。そ

の後、申請時に登録した金融機関に役所から所定の額が振り込まれるというものです。いわば事

業者に行政上の業務を支援していただく面が発生しますが、事業者ではなく利用者に助成料金相

当額を振り込むことで、初乗り料金分の助成を担保するというものです。利用者にも事業者にも

煩わしいかもしれませんが、私は悪くない制度と思います。ルールどおりの運用を担保すること

は、公平性につながるからです。それは、利用者間の公平でもあり、利用者と事業者、そして役

所との公平でもあります。 

 以上、要介護者にも福祉タクシー券を望むとして数点の事項を述べさせていただきました。町

長の御見解を伺います。 

○議長（三  良人）  長澤健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長澤 義一）  おはようございます。では、質問要旨に沿ってお答えいたします。 

 １問目からでございます。第２条の障がい者規定の範囲を要介護者等へ拡大し得ると思うがと

いうことでございますが、要介護者とは要介護状態にある６５歳以上の人、特定疾病が原因で要

介護状態にある４０歳以上６５歳未満の人が対象でございます。 

 また、障がい者とは身体障がい者、知的障がい者、または精神障害があるため、継続的に日常

生活、または社会生活に相当な制限を受ける者と定義されており、要介護者と障がい者とは違い

ます。須恵町の福祉タクシー料金補助支給規則は、障がい者のための福祉サービスでございます

ので、要介護者までの拡大を考えておりません。 

 ２問目でございます。既に各地の自治体で取り組んでいる事例はありますが、平成２８年度、

宇美町では廃止はされておりますので、近隣では糟屋郡内、大野城市、太宰府市においても実施

されておりません。現状での要介護者の分を試算すると、平成２９年８月末で要介護者数は

７０５人で、身体障がい者手帳１、２級以外の要介護者数は５４２人となります。適切な線引き
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が必要と思われますが、今までの実績額で換算しますと、１人当たり約７,４８０円で、要介護

者５４２人を対象とすれば４０５万４,１６０円の増となり、現時点で難しいと考えられます。 

 ３問目でございます。須恵町での運用は、主に福岡県タクシー協会に登録ある事業所は協会が

取りまとめて、未登録の個人タクシー等は町へ直接請求されており、円滑に事務処理もできてい

るところでございます。 

 以前委員会で、福祉タクシー券の不正利用対策についての御質問がありました。そのときにも

お答えしておりますが、タクシー券の利用方法については、毎年、タクシー会社と利用者へ周知

徹底いたしておるところでございます。 

 ４問目でございます。現在の福祉タクシー利用券においても、基本は病院治療が目的でござい

ます。要介護者を追加した場合、１人当たり年間６０枚の発行枚数が減ることになり、現時点で

難しいと考えられます。 

 ５問目でございます。８月３１日現在、須恵町の要介護者数は７０５人で、そのうち要介護か

つ身体障がい者１、２級の者は１６３人でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  今、担当課長のほうから、るる説明があったわけですが、議員のようにあ

らかじめ数字を調査していただいて質問されることを望むわけでございまして、そのような勉強

も事前にしてあるなというふうに思っておりますし、またある程度の線引きをしないと支援費あ

るいは扶助費が激高するというふうなこと、さすが文教厚生委員長だなというふうに思っており

ますが、そういうことでございまして、問題はお金の問題に引っかかってくるわけでございます。 

 それであと、自動車免許証を返納した人、この人もやはりその中に当てはまるんではなかろう

かというふうに思っておりますが、そうしますとどの程度になるか検討の余地はあるなというふ

うに思っております。それで、４００万円程度やったら私が出そうかと言いましたら、副町長が

「ちょっと待ってください」というふうなこと言いましたので、その辺は、これから検討させて

いただきたいと。どこかで線を引かなければならないという難しさがあるわけで、多数の意見を

聞きたいというふうに思っております。 

○議長（三  良人）  田ノ上真君。 

○議員（６番 田ノ上 真）  検討するとの答弁をいただいたと思っております。半ば予測してお

りましたが、コスト的に大変厳しいというのは本当に理解しております。須恵町の現状も踏まえ

て、事業を拡大するということには慎重でなければならないというのはもとよりでございます。

ただ、人数の多寡にかかわらず必要に迫られている人がいる、そういった方々をどうやって手を

伸ばしていくかということも、これも行政の大きな仕事で、またそこに喜びも発生するのではな
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いかと思うものでございます。 

 また、必要であり喜びという話をすれば、人間は行動することで喜びを感じる、そういう意味

では高齢化が進むこの中で、確かに障がい者という形で縛りを入れると要介護者には行きつかな

いわけでございますが、そういったところを広く考えて検討していただくことを望んでおります。

今後とも、機会があれば訴えを続けてまいりたい気持ちでおります。 

 以上で、私の、また。（発言する声あり）それじゃあ頂戴したいと思います。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  やっぱりこういった田舎は、足がないことにはなかなか行動ができないわ

けでございます。それで免許の返納も難しいような状況でございます。返納された方には、この

前も事故がありましたように、７６歳の方が事故を起こされた。その返納された方にも、やはり

何らかの形で手を差し伸べなければならないと。先ほど言われましたように、金銭だけの問題で

はないと、そういうふうな広い心を持って福祉の政策に取り組んでいきたいというふうに思って

おります。 

○議長（三  良人）  以上で、田ノ上君の一般質問を終結します。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（三  良人）  ７番、松山力弥君。 

○議員（７番 松山 力弥）  議席番号７番、松山力弥でございます。今回は、臨時職員等の計画

的な雇用をと題しまして質問をさせていただきます。 

 地方自治体の正規職員は、正規職員以外にさまざまな雇用体系があります。地方公務員法第

３条第３項による嘱託職員、同法２８条の４による再任用職員、同法第２２条第２項に規定され

ています臨時職員、また当町は現在採用されていませんが、派遣職員及び民間委託職員等がある

ようです。民間委託職員、いわゆる業務のアウトソーシングについては、国の補助金の採択があ

り、業者を入れてその自治費の是非を調査、研究中ということで、今後その効果が結果が報告さ

れると思います。 

 この補助金は、先駆的な取り組みを実地しようとするモデル事業で、全国の市町村で７カ所、

町では須恵のみであることで大いに注目されており、その結果が期待されているところでござい

ます。６月の議会の補正で、業務改革プロジェクト委託金約１,５００万円をいただいておりま

すので、職員の力を発揮していただきたいと思っております。 

 さて、今回は私が確認したいのは、それぞれの雇用体系においての定年とその業務内容、業務

範囲です。 

 まず、定年についてです。嘱託職員については、須恵町嘱託職員規定において年齢６０歳とさ

れ、介護保険広域連合糟屋支部事務長、事業統括審議官、指導主事等は年齢６５歳、久我記念館
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館長兼歴史民俗資料館館長は年齢６７歳、その受付案内は年齢７１歳となっており、再任用職員

については、年金支給開始年齢の繰り延べに対応したもので、須恵町職員の再任用に関する条例

によると、６１歳から段階的に年齢が引き上げられ、現在は年齢６５歳とされています。 

 また、いずれにしても毎年任期の更新が必要になることです。臨時職員の任期については、須

恵町臨時職員等の任用及び勤務条件に関する規定の第４条に、６月を超えない期間で更新しない

ものとする。ただし、事務の都合上やむを得ない場合、６月を超えない期間で更新できる。つま

り最長１年間と示されております。 

 しかし実際は、その能力の高さから１年を超えて勤務をいただいている方が複数いることも承

知はしています。この臨時職員の規定には、定年の規定については見当たりません。基準は定め

るべきと考えます。 

 次に、業務内容、業務範囲についてです。臨時職員は臨時的、補助的な業務で短期間の任用、

最長１年であると規定されています。嘱託職員、再任用職員は、有資格者であったり技能経験を

持った人であったり、正規職員と同等の業務内容ができる人だと認識しています。特に、再任用

職員は、管理職経験者がほとんどで、その豊富な知識や経験を十分に発揮できる部署に配置され

ているものと思っております。この議会対応においても、現管理職のよき相談相手であると思っ

ています。またこの議場においても、２人の経験豊かな人材が力を発揮しておられます。 

 では、質問に移ります。１番目に、雇用形態別の職員の人数、業務内容を教えてください。 

 ２番目に、臨時職員について、法に示された臨時的、補助的な業務の範囲を超えて任用されて

いる者はありませんか。 

 ３番目に、嘱託職員について、定年に例外的な規定がありますが、また臨時職員についての定

年は何歳としていますか。私は、基本６５歳、長くとも７０歳だと思っております。６５歳以上、

または７０歳以上の対象者はいますか。いるならその任用理由とともに教えていただきたいと思

います。 

 ４番目に、嘱託職員、再任用職員については、どの範囲までの業務ができているのか。正規職

員との業務内容、範囲に違いがありますか、お尋ねをいたします。 

○議長（三  良人）  満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  では、御質問にお答えいたします。 

 まず、最初の、雇用形態の職員の人数及び業務内容でございます。平成２９年８月１日現在に

おきましては、まず臨時職員は１９９人雇用しております。このうち、勤務時間が週５日ないし

４日、事務上はフルタイム職員と自分たちは呼んでおりますけれども、こちらの職員は９４人、

残りの１０５人は短時間または短期間の雇用になります。 

 業務内容につきましては、最初の週４日以上雇用の臨時職員の場合は、道路の清掃管理、町有
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林の維持管理、運動公園の管理、みそ加工所の加工など、いわゆる作業的な業務になります。学

校事務補助、図書業務、警備業務、教員などの学校関係もございます。ほか保育士、幼稚園教諭、

調理員業務など、そして町立図書館業務、地域包括支援センター業務、そして役場庁舎の一般事

務の補助業務といたしまして５課で雇用をいたしております。 

 次に、短時間、短期間雇用の臨時職員の場合ですが、社会教育施設の受付及び管理、自然食普

及センターの商品販売、保育士、幼稚園教諭の補助業務などになります。一部庁舎内の一般事務

の補助業務もございますが、ほとんどが庁舎外の施設での業務になります。また、その業務につ

きましては、職員の監督のもと補助業務を行っているということでございます。 

 次に、臨時的、補助的などの業務の範囲を超えての任用ではないかというところでございます

が、本町の臨時職員任用の取り扱いにつきましては、緊急または臨時の職に関する場合に任用を

行うと規定されておりました、地方公務員法の第２２条第５項により運用しております。その業

務は、臨時的、補助的なものであり、業務上の責任は当然正規職員にございますし、業務遂行に

当たっては、正規職員監督のもと実施しておりますので、不合理な格差はないものと考えており

ます。 

 次に、定年についてでございます。嘱託職員の定年は、須恵町嘱託職員規定で定めております

が、専門的で見識あるいは経験が特に必要と認められる職種について、年齢を引き上げて任用し

ている場合がございます。それは先ほど松山議員がおっしゃられたところの職種になります。同

様に臨時職員につきましても、職種あるいはその業務内容に高度な専門性と見識、また経験を必

要とするところがございますが、臨時職員等の規定には、先ほど言われましたように、定年など

年齢の制限は設けてはおりません。ただし、体力的なことなどを考慮し、職種によっては内規で

年齢制限を運用している課が一部ございます。 

 では、３１人おります一般会計嘱託職員の定年につきましては、嘱託員規定第３条の３の２、

６０歳と明記いたしております。この後にただし書きが続きますが、それは先ほど言われました

ところの、福岡県介護保険広域連合の糟屋支部事務局長等でございます。なお、水道企業会計の

嘱託職員の定年は７０歳としております。５人のうち３人が６５歳以上になります。 

 先ほど飛ばしてしまいました。先ほどの嘱託職員の中で、６５歳以上の職員は６６歳と７１歳、

２人おります。 

 次に、勤務時間が４日以上の臨時職員につきましては、６５歳以上が１６人。うち７０歳以上

が３人おります。 

 次に、嘱託職員の業務範囲についてでございますが、まず嘱託職員につきましては、嘱託職員

規定には詳細な業務範囲までは示してはおりませんが、勤務時間、休暇等が正規職員に準じてい

ることから、業務内容につきましても正規職員に準じる形で雇用契約を行って運用しております。 
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 次に、再任用職員につきましては、国家公務員の再任用制度に基づき、須恵町再任用制度運用

指針により任用しておりますが、その中で再任用職員の業務につきましては、定年前職員の業務

と同質のものとされておりますことから、正規職員と同様の業務を行うことになります。 

 最後になりますが、アウトソーシングの検討及び計画につきましては、先ほど申されたように、

今年度総務省の採択を受けて業務改革モデルプロジェクト事業において窓口業務及び内部管理業

務の洗い出しを行い、アウトソーシングの検討を行っております。アウトソーシングにつきまし

ては、国も行政サービスのオープン化、アウトソーシングを推進しておりますが、須恵町のよう

に小規模自治体モデルケースをつくるため、今回本町の取り組みに、先ほど申されたように注目

しておるところでございます。 

 本町は業務が複雑化、多様化するに伴いまして、多数の臨時職員を抱えてしまったことは、先

ほど議員からおっしゃったとおりでございますが、その臨時職員の労務管理がさらに業務をふや

す要因となっております。その見直しと計画的な運営が必要だと考えておったところでございま

す。アウトソーシング、民間委託と申しますと臨時職員をなくすということで、現在雇用してお

ります臨時職員に雇用の場の提供がなくなるのではないかと思われがちでございますが、モデル

プロジェクト事業では、そこで検討しておりますのは、アウトソーシングは、雇用している臨時

職員のそのまま民間会社に転籍をしていただき、今までと同じ業務についていただくということ

を想定しております。このアウトソーシングの利点を３点ほど申し上げますと、まず業務になれ

た臨時職員を先ほど６カ月、６カ月という雇用期間の法的な２２条で書いてあるところが松山議

員のほうから紹介いただきましたが、その法を遵守した形で継続して雇用ができること。２点目

としまして、職員の業務を見直すことにより、職員でなくてもできる業務を委託することで、職

員が本来取り組むべきコア業務、主要業務に専念できること。３点目としまして、今後業務が複

雑多様化、増大化してもなるべく職員数をふやさずに乗り切ることができることが上げられます。 

 以上のことから、実際には今年１年をかけてモデルプロジェクト事業の中で検証していく予定

でございますが、委託可能な業務から段階的に計画的に実施できればと考えておるところではご

ざいます。 

 以上のとおりでございます。 

○議長（三  良人）  松山力弥君。 

○議員（７番 松山 力弥）  今、理事からアウトソーシングについてのことでございましたが、

私が心配していたのは、今から先、退職者がふえてくる中で、この民間委託にさせますと役場の

職員等、また須恵町の働き手ですね、６０歳定年になった後の働き口がなくなるんじゃないかな

と危惧しておりましたけども、そこら辺を須恵町の、今働いている方をここに移すということに

なれば、何らかわりはないかなと思っております。その分はわかりました。 
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 私が一番気にしているのが、先ほど話もありましたけれども、１日の日に痛ましい事故があっ

たわけでございますが、ドライバーが７６歳と７０歳半ばでございましたけれども、先ほど言い

ました道路管理等、山の管理等の人たちが、大体内規的には７０歳だと聞いておりますけども、

有識者というか技術者というか、そういう方が７０歳超えた方がおられるとわかっておるところ

でございますけども、特に７０歳超えたら現場との職については、その責任の重さゆえ無理をさ

れたりするので、事故がないか心配しておるところでございます。 

 そういうことから、定年、内規的なこともありますけども７０歳を超えても、最低でも何年ま

でにはやめてもらうというような形をしないと、もし事故があった場合に、そこら辺が気になる

ところでございます。今後、先ほど上水関係については７０歳が定年と規定されているところで

ございますけども、そういうのも全体的に、後継者がいないから延長するのも、それは結構でご

ざいますけども、年齢等考えて採用していただきたいと思っております。どうしても定年７０と

なりますと定年するということですから、後継者を先につくるのが行政の仕事じゃないかなと私

は思っておりますが、そこら辺も考えてやっていただきたいと思っております。何かあった後に

は遅いんじゃないかと思うところでございますので。 

 それともう一つでございますけれども、これは内規的な退職者のことでございますが、６月議

会において、総務課の城山防災会館建設に当たりまして現場説明があったわけでございますけど

も、説明が総務課２名で我々議員に説明がありましたけども、なぜ総務課で説明するのかという

ことを聞きましたところ、消防関係は総務課だからということでございます。その建築について、

総務課が説明するわけでございますけども、金額的なことはよくわかりますが、その金額を出し

たのは誰かと、やっぱり建築に携わった人が出したと思うんです。 

 そういう説明をするのに、その有識者、建築にかかわった人がいないと。ただ須恵町には１級

建築士を持った方おられますが、今別の部に配属されましておるわけでございませんが、やっぱ

りそういう建築関係、またいろんな部署の関係につきましては、そういう有識者を持った方を必

ず置いておく、各部署、建築については建築の経験のある方、そういう方を配属させていかんの

はいかがかなと思います。 

 そういうことで、私、建築ちょっと詳しいもんだから、質問しますと、やっぱりできませんの

で、そこ誰が計算したのかというと別の部署の方がしたわけでございますけれども、おるんやっ

たらそういう方を出すと。それからそういうことで、退職者もおられるわけですが、退職者の方

をちゃんとした配置に置いていただくということもお願いしたいと思っております。 

 またひとつ、アウトソーシングに戻りますけども、よその町においては、学校等を建築する場

合、民間のＯＢの方、民間を卒業した方、定年した方をそういう方を入れている町もありますの

で、そこらも検討していただけないかと思っております。 
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 この再任用につきましては、平成１３年の４月に、公的年金の支給開始が引き上げられたこと

によって再任用制度が導入されたわけでございますけれども、今後こういうのがふえてきますの

で、その配置を計画的に行っていただきたいと思っております。 

 そういうことで、須恵町には、よそにちょっと尋ねてみましたら、５８歳から計画的に再任す

る場合は、もう２年前から５８歳ぐらいから計画を練ってやっているところもありますので、そ

こら辺の計画等はあるものかよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  今、職員は、昔は１００人に対して１人という言い方をしておりました。

だから今２万７,８００人ですから２７０人ぐらいが、職員おっても通常の町の形態だというふ

うに捉えられるわけですが、本町それで今１７０人の定数ですけども、職員１５０人ぐらいしか

いないわけで、その分をいわゆる臨時職で賄っていると。それも大体５課で１０人ぐらい雇って

いますから、その１０人ぐらいが職員の代替をしておると。幼稚園の先生だとか、あるいは山だ

とか、それはもう特別の業務でありますので、本来は幼稚園は正式の職員を採用しなければなら

ないということですが、これは、民活の問題等がありまして、そこで職員になっておった者を切

るわけにもなりませんので、そこは臨時嘱託職員で対応していくというのが、数十年続いていっ

たわけでございます。 

 あわせて３００人ぐらいの職員になるわけでございますけれども、それは特殊な、よその町で

は置いていない山の作業員さんだとか道路の作業員さんだとかそういう。今、町のほうでシル

バーをつくっておりますので、そういったものは極力シルバーのほうに回していきたいというふ

うに思っておりますが、シルバーも７０歳以上で、働く内容の制限が加わってくるわけでござい

まして、非常に難しいわけですが。山あるいは道路作業でも、７０歳を超えて雇っておるという

ことですが、その方は特殊な技術を持ってありまして、その方にかわる須恵町に、ほか一人ぐら

いおってありますが、その方も７０過ぎであるということで、その方がやめられると、担当課、

うちでいえば地域振興課になるわけですが、地域振興課の職員がそれにかかっても追いつかない

というふうな状況でございまして、特殊技能というよりも特殊なものがあって、その方はけがを

しないように、もう作業はしなくてもいいから指示をしてほしいということで採用しております。 

 それから、道路作業についても、６０歳ぐらいで会社やめてこられても、もうきついし大変だ

からすぐやめてしまわれるわけですよね。そうしますと過去勤めてあった方のほうが非常に便利

であるし、その方を知っておられますので、やめられたらすぐその方に、ちょっと来てもらえん

やろうかというふうなことで、体も元気であるということからしておるわけでございます。来年

あたりもまた山のほうも道路のほうも、いわゆる退職者が出るわけですが、もうその方がやめら

れたら仕事が成り立ちませんというふうなことで、その言ってある方も、翌年はもう定年という
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ことになってくるわけでございまして。 

 例えば草刈りでも、元百姓とかそういうふうなことしてあればできるわけですけれども、もう

試験で草刈りの試験とかしても、もう新人の方、怖いような状況であるわけでございまして、ど

うも職員のほうがその方を雇うというのは避けて、この方でお願いしますというふうなことを言

ってきますので、内容に詳しいもんですから、その方に行ってもらうということをしておる。特

に７０歳以上については、けががないように、もう現場の仕事をできるだけ若い人にやってもら

って、ノウハウを教えていただくというふうなことに徹するというふうにしております。 

 それから。 

○議長（三  良人）  専門職を置かん、何ていうの。 

○町長（中嶋 裕史）  専門職というのは民間であって、その専門職でやめられてその専門でこら

れるということには、もうつながらないわけですね。だから、昔は百姓しとったから山でも行き

よらっしゃったから、その方たちが山の作業をしていただいて助かっておったわけですが、今は

もう山の作業とかした経験が誰もいないし、指導する側もそういう経験者もいないし、そういう

特技的なものを持ってあるという方を働いてもらわなければできないという状況にあるわけでご

ざいます。 

 それと、何やったかいな。 

○議長（三  良人）  建築部門においてね。 

○町長（中嶋 裕史）  建築のそれは、現場の説明、現場というかその説明に行っただけであって、

専門の職員は、例えば議会とか、あるいは現場説明とかそういうときには、また設計者とかその

技術を持った人が来るわけでございまして、今回現場視察というようなことでございましたので、

担当課で対応したというふうに思うわけでございます。そういうふうな専門的な知識を持った人

たちがいる場合については、どうしても専門的な職員を配置するということでございます。 

 それと、何やった。 

○議長（三  良人）  それだけ。 

○町長（中嶋 裕史）  以上です。 

○議長（三  良人）  松山力弥君。 

○議員（７番 松山 力弥）  道路の管理人と山については、今説明よくわかりましたけども、恐

らく責任の強い方でございますから、皆さん、そういう仕事をする人は。若いのに任されんとい

うことで、機械を持ったりすると思いますけども、早目に後継者をつくっていただくような教育

をお願いしたいと思っております。 

 それと、専門職のことでございますけれども、建築する場合に、設計事務所の単価の言いなり

じゃなくて、そういう専門職の民間の上がった人を置きますと、嘱託職員ですから給料も
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５０パーセント、６０パーセントぐらいのもんでいいと思うんですけども。仮に建築する場合に

設計事務所が管理しますけども、その上に町の管理者ということを置くと、町の担当者がいちい

ち打ち合わせをしなくても、その管理者が設計事務所と打ち合わせをしてそれを進めるというこ

とでございます。 

 そういう私も経験しておりますので、今この議員になった立場でこの町の仕事をすることなり

ますと、上から見るとこういうの置いた意味がよくわかるわけでございます。そういうことで、

できるならば今の少ない職員でやっているのを少ない金額で雇えれば雇って、仕事の軽減をして

いただきたいとは思うところでございます。 

 やっぱり年をとると、先ほども何度も言いますけども、先ほど町長ももう７０近くなると、答

弁に、あれあれあれとこれとかですね、そういう調子でございますので、我々も物忘れしており

ますけども、やっぱりこれは年齢は勝てませんので、そこら辺を考慮しながら嘱託職員、または

再任用、そこら辺を今後もよく検討して適材適所に配置していただきたいと思っております。 

 あとあまりこれ以上もう言うこともありませんけども、私の意思は大体伝わると思いますので、

総合的に今後の再任用については、須恵町の定年者の雇用を生み出していただきたいと思ってお

ります。 

 以上で私の説明を終わります。 

○議長（三  良人）  質問や。 

○議員（７番 松山 力弥）  質問。 

○議長（三  良人）  終わりね。 

○議員（７番 松山 力弥）  質問かな。いいですか。 

○議長（三  良人）  いいです。 

○議員（７番 松山 力弥）  町長が答弁するなら、何かありましたら聞きますけども。（発言す

る声あり）それじゃ、終わります。 

○議長（三  良人）  以上で、松山君の一般質問を終結します。 

 これにて一般質問を終結します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三  良人）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本会議終了後、１１時２５分より全員協議会を開催しますので、特別会議室に御集合願います。 

 次の本会議は９月１３日午前１０時から行います。 

 本日はこれにて散会します。 

午前11時20分散会 

────────────────────────────── 
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午前10時00分開議 

○議長（三  良人）  おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

 ここで、一括議題について、お諮りします。議案第４７号から議案第５２号は、それぞれ関連

議案でありますので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第４７号

日程第２．議案第４８号

日程第３．議案第４９号

日程第４．議案第５０号

日程第５．議案第５１号

日程第６．議案第５２号

○議長（三  良人）  日程第１、議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第２、議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第３、議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第４、議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第５、議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第６、議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認

定について、以上６議案を一括議題とします。 

 決算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村桂子君。 

○決算審査特別委員長（今村 桂子）  おはようございます。決算審査特別委員会に付託を受けて

おりました議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定についてから議案第

５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認定についてまでの６議案について、審査の経過

と結果について報告をいたします。 

 審査に際しましては、関係課長、係員から決算概要の説明を聞くとともに、提出資料を参考に、

去る９月４日、５日、６日の３日間、審査を行いました。審査内容の詳細につきましては、議長、

監査委員を除く議員１２名の特別委員会であることから省略をさせていただきます。 

 それでは、各議案についての報告に入ります。 

 議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

 歳入総額８９億８,２１３万２,０３０円、対前年度比１.８％の増に対し、歳出総額８６億
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６,１６８万５,３９０円、対前年度比１.２％の増で、歳入歳出差引額は３億２,０４４万

６,６４０円となり、過去最高額となりました。 

 経常収支比率は８８.６％で、前年度比３.１ポイント上昇し、糟屋地区の中でも１町を除き上

昇に転じ、以前として財政構造の硬直化は続いています。翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許

費繰越額６,１１４万９,０００円を差し引いた実質収支額は２億５,９２９万７,６４０円で、

７年連続の黒字決算となっています。この実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度

収支は２,９９８万８,０００円の黒字となりました。 

 財政調整基金へ町有地売却及び電線路仮設のための地役権設定収入により４９２万

５,０００円の積み立てがありましたが、一般会計へ３億円の繰り出しにより、積立総額は

２２億９,９１１万３,０００円と、昨年度から２億９,５０７万５,０００円減っています。実質

単年度収支額は２億６,５０８万７,０００円の赤字となっています。 

 歳入においては、予算現額及び調定額並びに収入済み額は前年度より増加し、不納欠損額は減

少しています。収入未済額は減っているため、収入率が０.１ポイントふえています。町税の徴

収率は９４.９％で、前年度に比べ現年度分、滞納分ともに上昇していますが、糟屋地区の中で

は下位に位置しています。 

 自主財源では、町税が２８億６,２６３万２,７４８円で、町民税の個人分では納税義務者の増

加、法人分では事業所の増加などにより１,３９６万１,０００円の増で、固定資産税は事業所の

増加、住宅新築などにより６,２３７万円の増、軽自動車税は増税もあり１,１３２万円の増、町

たばこ税は６５５万円の減でしたが、町全体では２９％、８,１００万円の増収となりました。

繰入金２億９,６２２万４,０００円の増、繰越金７,３１８万９,０００円の減でした。 

 依存財源では、地方交付税は１９億９,８９４万９,０００円、６.６％、１億４,１５７万

４,０００円の減額、地方消費税交付金３,３１３万円の減、国庫支出金１億４６６万

１,０００円、株式等譲渡所得割交付金７３６万４,０００円、配当割交付金５５２万

８,０００円、利子割交付金で２３０万９,０００円がいずれも減となっており、町債が１億

１,４９４万円、１３.１％の減となっています。 

 前年度に比べ、自主財源は３億１,５９６万９,０００円、３ポイント増加しています。これは

人件費及び扶助費などの経常経費の増、また地方交付税、地方消費税交付金の減少により、依存

財源が減少したことで自主財源が増加しています。 

 ２８年度末の町債残高は６５億３,７４１万５,０００円で、須恵東中学校大規模改造工事等に

より、前年度に比べると２億１,６２３万２,０００円増加しています。 

 歳出につきましては、人件費は１２億６１８万９,０００円で、前年比３,３８８万

３,０００円、２.９％の増です。 



61 

 普通建設事業費１１億３,６５３万８,０００円、前年度に比べ１,４９７万７,０００円、

１.３％の増です。増減額の主なものは、総務費ではオープンイノベーションセンター建設工事

請負費で１,９９８万円の増でしたが、国勢調査費及び番号法の改正に伴う自治体クラウドサー

ビス提供業務委託料等の電算業務関係の委託料並びに須恵町ＰＲ業務委託料、地方版総合戦略策

定支援業務委託料、業務システム再構築事業分担金の減額により６,５０７万円の減額、民生費

ではアザレア幼児園建設工事事業費１億４,６８８万円の減額でしたが、アザレア幼児園跡地駐

車場整備工事請負費及び臨時福祉給付金、児童手当、障害者支援費、自立支援給付費、国民健康

保険特別会計繰出金により７,１１６万５,０００円の増額。 

 衛生費ではごみ袋製作費及び須恵町外二ケ町清掃施設組合負担金等により１,６２７万

２,０００円の減額。 

 農林水産業費では、尾黒ため池改修工事請負費１,５２１万７,０００円の増でしたが、農道、

水路、ため池補修整備測量設計委託料や新法尺井堰油圧機取替、山大道ため池改修等の工事請負

費の減額により２,６１７万９,０００円の減額。 

 土木費では、サル田水路補修、須恵②橋ほか２橋補修等の工事請負費及び道路改良に伴う用地

取得により１,８５２万４,０００円の増額。 

 消防費では、防災計画策定業務委託料９０３万８,０００円の増額でしたが、南部三町モー

ターサイレン吹鳴システム整備工事請負金並びに地域中部防災センター（仮称）用地取得費によ

り１億３４４万３,０００円の減額。 

 教育費では、第一小学校校舎耐震補強工事請負費及び文化会館空調更新工事請負費は減額でし

たが、給食調理等業務民間委託料、小中学校パソコン借り上げ料、就園奨励金補助金及び須恵東

中学校大規模改造、須恵中学校校舎外壁改修等の工事請負費により２億４０６万円の増額。 

 公債費では、須恵中学校グラウンド整備事業債ほか２件の償還終了はありますが、学校教育等

施設整備事業債と新たに７件の償還開始となり、１億１１０万５,０００円の増額となりました。 

 ２８年度の特別会計への繰出金は６億７,８４１万１,９７５円で、前年度より２,０７７万

３,７９５円の増額となりました。 

 国民健康保険特別会計は、３,７４０万１,８８０円増加しています。これは２７年度の前期高

齢者交付金が２５年度の医療費に基づく精算により増加したため、法定外繰入金が減少したこと

によるものと、２８年度において医療費増に伴う県調整交付金が減額となったことによるもので

す。 

 国民健康保険は、町の財政責任により運営されていますが、平成３０年度から町と県が共同し

て財政責任を負うことになります。それに伴い県が示す標準保険税率は現在の税率よりも上昇が

予想されます。 
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 繰出金の主なものは、国民健康保険特別会計に２億９,３１７万５,０５４円で３,７４０万

１,８８０円の増、後期高齢者医療特別会計に７,８４４万６,９２１円で、２１３万５,９１５円

の増、公共下水道事業特別会計に２億６,７８０万５,０００円で、１,２９４万６,０００円の減、

農業集落排水事業特別会計に３,８９８万５,０００円で、５８１万８,０００円の減です。 

 質疑としまして、歳入において、１１款分担金及び負担金では、児童福祉費負担金の収入未済

額について。 

 １２款使用料及び手数料では、滞納繰越分幼稚園使用料について。 

 １９款諸収入では、土地賃貸借契約保証金について。 

 歳出において、２款総務費では、類似公民館の火災保険料、一般管理費の賠償金、コミュニテ

ィバスの今後について。 

 ３款民生費では、アザレア幼児園建設工事請負費、待機児童数について。 

 ４款衛生費では、カラスの巣駆除の委託先について。 

 ６款農林水産費では、農業生産構造特別対策事業補助金、農用地流動化対策事業補助金、経営

所得安定対策等推進事業費補助金の内容、有害鳥獣駆除の委託先、無線機の購入について。 

 ９款消防費では、有事の際の対策、災害に対する考え方について。 

 １０款教育費では、スクールカウンセラー、ヤングアドバイザー報酬、幼稚園総務費の執行残

についてなどが質疑されました。 

 討論では、臨時福祉給付金の不用額があり、その給付措置が不十分である、待機児童の改善が

行われていないなどの理由により、反対するとの反対討論がありました。 

 議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 歳入総額３７億３,５９１万９７８円、歳出総額３７億３,１２５万５,６００円で、歳入歳出

差引額は４６５万５,３７８円となっており、実質収支額も同様です。これを単年度収支でみる

と、マイナス１７５万５,７２６円で、マイナス３,２８３万４,９２２円となり、実質単年度収

支は赤字となりました。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９２.７％で、そのう

ち国民健康保険税が６４％と大きく率を引き下げています。 

 歳出合計額の予算に対する執行率は９９.９％となっています。 

 対前年度比較ですが、歳入では３款国庫支出金が９,０１１万３,４２３円で、率にして

１１.５％、４款療養給付費交付金が５００万４,０７３円で４.３％、７款共同事業交付金が

６,４３７万６,６３６円で８.４％、８款繰入金が３,７４０万１,８８０円で１４.６％の増です。

１款国民健康保険税は９５３万９,０４０円で率にして１.８％、５款前期高齢者交付金が

９,８２６万２３２円で１０.２％、６款県支出金が６,０９０万７,８１４円で、２２.１％の減



63 

となっています。 

 歳出では、１款総務費が１,１４５万７,３９９円で率にして３２％、２款保険給付費が

６,３４０万５,５７５円で２.８％、７款共同事業拠出金が４９２万８５０円で０.６％、８款保

険事業費が２７２万２,８７０円で１６.７％の増です。３款後期高齢者支援金等は１,９３８万

７,２９５円で率にして４.９％、６款介護納付金が１,２６３万５,４７２円で９.２％、９款諸

支出金が１,８８２万２７０円で、５５.３％の減です。 

 平成２８年度の国民健康保険税の徴収率は、現年度９１.２４％で前年度比１.１５ポイントの

増、滞納繰越分１２.０６％で０.７７ポイントの減となっており、全体では６３.９６％で前年

度より０.０６ポイント上回っています。不納欠損額は７７２万４,０１９円で、人数は６６人と

なっています。 

 今年度の決算額は、前年度と比較すると、歳入が約２,９９０万円、歳出が約３,１７０万円の

増となっています。これは、被保険者数は減少したものの、１人当たりの医療費及び総医療費が

増加し、これに伴う国の負担金、国保連合会からの共同事業交付金が増加したことによるもので

す。 

 また、前期高齢者交付金の前々年度の生産額、県の財政調整交付金の医療費抑制市町村分及び

共同安定化事業拠出超過補填分の減額の影響により、国保会計の赤字補填のため、一般会計繰入

金は４,４００万円となり、前年度と比較すると３,２００万円の増となりました。 

 質疑として、歳入では１款国民健康保険税で滞納繰越分について、歳出では８款保険事業費で、

糖尿病性腎症重症化予防指導業務の内容についての質疑がありました。 

 討論については、保険税の額に不満であるため、滞納者増加の現状等についてのさらなる対応

を求めたいので反対しますとの反対討論がありました。 

 議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 歳入総額３億１７０万２,５８１円、歳出総額２億８,７２８万４,２３０円で、歳入歳出差引

額は１,４４１万８,３５１円となっており、実質収支額も同額です。歳入合計額の予算に対する

収入率は１００.６％、調定に対する収入率は９８.６％、歳出合計額の予算に対する執行率は

９５.８％となっています。 

 歳入では、１款後期高齢者医療保険料が２億９６７万１,２９０円、歳入合計に対する構成比

６９.５％と、３款繰入金７,８４４万６,９２１円、歳入合計に対する構成比２６％が大半を占

めています。 

 歳出では、２款後期高齢者医療広域連合納付金２億８,１９６万３,１１７円、歳出合計に対す

る構成比９８.１％が主なものです。 

 議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 
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 歳入総額は１１億１,０１６万２,２０７円で、前年度比５.１％、５,９８９万１,６５５円の

減です。 

 歳出総額は１１億３２８万７,３８２円で、前年度比５.２％、６,０１０万５,９６２円の減で

す。 

 歳入歳出差引額は６８７万４,８２５円、実質収支額も同額です。 

 単年度収支は２１万４,３０７円で、黒字決算となりました。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.２％、調定に対する収入率は９８.８％で、前年度

比０.３ポイント増です。 

 歳出合計額の予算に対する執行率は９９.６％で、前年度と同様です。 

 歳入では、１款負担金が供用開始面積の減により、前年度比４１.６％、２,８６９万

４,３９０円減少しています。２款使用料等は公共下水道への接続がふえたことにより、前年度

比６.６％、１,４９３万９６０円の増となりました。３款国庫補助金は前年度比１２.１％、

１,７００万円の減、５款繰入金は前年度比２.７％、８４４万１,０００円の減、８款下水道事

業債は前年度比５.１％、２,１３０万円の減となりました。 

 歳出では、１款総務費が前年度比５.７％、１,２８３万４,４２０円の減、２款下水道事業費

が１１.３％、５,６７２万８,９３９円の減、３款公債費が２.２％、９４５万７,３９７円の増

です。 

 町債の今年度借入額は、３億９,２３０万円で、償還未済額は６７億８３０万１４６円となっ

ています。 

 なお、下水道普及率は８２.１％です。 

 質疑として、歳入の１款分担金及び負担金において、滞納繰越分受益者負担金についての質疑

がありました。 

 議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 歳入総額は７,６５８万２,６６１円で、前年度比１.５％、１１６万５,２９８円の減です。 

 歳出総額は７,３１６万４,９０２円で、前年度比１.７％、１２７万４,１２６円の減です。 

 歳入歳出差引額は３４１万７,７５９円、実質収支額も同様です。 

 単年度収支は１０万８,８２８円で、黒字決算となりました。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９９.４％で、前年度

比０.２ポイント増です。 

 歳出合計額の予算に対する執行率は９５.７％となっております。 

 歳入では、１款分担金が３９４万円の増となりました。３款繰入金は前年度比１３％、

５８１万８,０００円の減、６款下水道事業債は前年度比２.３％、５０万円の増。 
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 歳出では、３款公債費が２.３％、１４５万１,３９４円の減です。 

 町債の借入額は２,２７０万円で、償還未済額は４億７,３１９万７,４５２円となっています。 

 なお、下水道普及率は２.５％です。 

 質疑として、歳出２款農業集落排水事業費において、農業集落排水事業費の事業費における不

用額についての質疑がありました。 

 議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認定について。 

 営業実績で、給水人口で２万７,６５５人で、前年度比１２１人増加しました。 

 年間総排水量は２６０万２,４５４立法メートル、年間総有収水量は２４９万７,７７８立法

メートルで、２万９,０１４立法メートル増加し、有収率は、９５.９８％。水道普及率は

９９.４４％でした。１立法メートル当たりの供給単価は上がっており、給水原価は下がってい

ます。 

 排水施設改良工事は、筑紫野・古賀線３工区、水道管改良工事ほか１６件が施行されています。 

 収益的収支は、費用の節約に努めたことにより、水道事業収益５億９,９８０万９,９３９円に

対し、同費用は５億５,５６７万９,７２１円で差し引き４,４１３万２１８円の黒字となってい

ます。 

 前年度比２８.９％、９９０万１,８４２円の増でした。当年度未処理利益剰余金は４億

６５９万６,４１９円となっています。 

 資本的収支では、緊急時用連絡管の国庫補助事業継続に伴う収入及び支出額は増加しましたが、

下水道工事に伴う工事請負費及び浄水施設耐震補強工事請負費並びに佐谷立毛地区測量実施設計

業務委託料等の減により、収入１億１,５６４万３,５８０円に対し、支出は２億８，４６６万９，

２３５円となっており、差し引き１億６，９０２万５,６５５円の不足額が生じており、損益勘

定留保資金で補填されています。 

 以上、質疑を踏まえ、討論、採決の結果、議案第４７号、４８号、４９号の３議案については、

賛成多数で認定することにしております。 

 議案第５０号、５１号、５２号の３議案については、全員賛成で認定することにしております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより議案第４７号から議案第

５２号について、質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。よって、こ

れより議案第４７号について討論に入ります。討論はありませんか。児玉君。 

○議員（１番 児玉  求）  議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、反対討論をいたします。 

 平成２６年度消費税５％から８％への値上げに伴う所得の少ない人に支給される臨時給付金。
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３款民生費１２目臨時福祉給付金給付事業費、簡素な給付措置３,０００円ですけども、これが

３,２４８万６,０００円、２３節国庫償還金５４９万、不用額２２８万１,０３３円。１３目臨

時福祉給付金、年金生活者用３万円であります。これが９,５８２万９,０００円、不用額が

１,３４７万２２５円。１４目臨時福祉給付金、経済対策用１万５,０００円、これが１億

３,３２５万８,０００円、繰越明許費が１億３,３０３万２,１０８円。 

 ２８年度執行残もあり、速やかに支給対象者に周知徹底され、早急に支給されるよう要請し、

反対討論といたします。 

○議長（三  良人）  ほかに討論ありますか。──これにて討論を終結します。よって、議案第

４７号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。よって、議

案第４７号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計

歳入歳出決算の認定については、原案のとおり可決し認定することに決定しました。 

 議案第４８号について討論に入ります。討論はありませんか。児玉君。 

○議員（１番 児玉  求）  議案４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について、反対討論をいたします。 

 平成２８年度決算書付属資料では、平成２６年度国保税未収の内訳では、未納額が

３,８０４万５,０９０円、２７年度４,１８６万８,７２１円。毎年４００万円から５００万円の

未納額がふえ続け、２８年度決算では国保税５億２,２９８万６,５２４円の８.９％、未納額は

４,６８４万２,１００円になります。 

 本町の国保加入者の内訳は、平成２８年度３月現在、加入者８,６０２人、人口は２万

７,８１２人の３０.９％になります。 

 所得別で見ますと、１００万円未満が６,３７０人、２００万円未満が１,２９１人、実に加入

者の８９％の７、６……（「児玉君、児玉君」の声あり）はい。 

○議長（三  良人）  討論だから、簡潔に。ちょっと数字はあんまりあれせんで、何で反対かを

素直にさっと言ってください。 

○議員（１番 児玉  求）  数字も示さないと、皆さんよく理解できないんじゃないかと思いま

す。それは非常に大事なことですんで、一応。 

○議長（三  良人）  委員会で大体その辺は討論しとるでしょうが。それじゃけえ、何で反対か

を的確に言ってください。数字は皆さんわかってますから。この前やってるから。 

○議員（１番 児玉  求）  時間はそうかかりませんので、もうしばらくちょっと聞いてくださ

い。大事なところですんで、議長。 



67 

○議長（三  良人）  大事じゃない、みんなわかっとるやん。 

○議員（１番 児玉  求）  非常に大事なとこですんで、もうちょっとだけ（「あなただけ大事

やない」の声あり）実に加入者の８９％、７,６６１の方の所得は２００万円未満であります。 

 現在の国保の構成は、年金生活者、無職と非正規労働者が合わせて国保世帯の８割近くを占め

ており、被保険者は短期証もない、無保険者の方が１１０世帯１３５人おられます。 

 最後の１９８４年の給付費６０％から５０％に引き下げた国保解約により国庫支出金の減額に

より、国保税の値上げによるものです。加入者は貧困などに保険料は高いため払うことができず、

未納額が年々ふえる、国保の構造的矛盾が深刻しております。一般会計からの法定外繰り入れを

して、未納額の解消、また国保税を引き下げ、短期証、無保険者をなくし、本来の目的でありま

す皆保険を実現すべきと思います。よって、２８年度の国保特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、反対討論をいたします。 

○議長（三  良人）  反対討論は、いつも言ようでしょうが。賛成された方に、私はこの辺がだ

めだからこれについて反対しますって。あなたの持論をここで言ってもしょうがないわけです、

討論では。ちょっとあなたね、いいですか。討論とは何かをもう少し理解してください、あなた

は。 

○議員（１番 児玉  求）  理解してるつもりですが。 

○議長（三  良人）  わかってない、みんな反対しよる。討論やないってみんな言いよるやない

ですか。 

○議員（１番 児玉  求）  それじゃあ、今の国保に対して賛成の討論をしてください。（「話

聞いてどうするん」の声あり）いや、議長、これを聞きたい。 

○議長（三  良人）  いい。いい。ほかに討論あります。──これにて討論を終結します。よっ

て、議案第４８号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

よって、議案第４８号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり可決し認定することに決定しました。 

 議案第４９号について討論に入ります。討論はありませんか。児玉君、討論ですよ。反対討論

ですね、ちゃんとしてくださいよ、討論を。 

○議員（１番 児玉  求）  反対ですから、皆さんが理解されるように一応お話します。じゃあ

今から。 

○議長（三  良人）  いいですか。討論ってわかってますね。今さっき言いましたとおり。いい

ですか。 
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○議員（１番 児玉  求）  もちろんです。 

 議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、反対

討論をいたします。 

 ７５歳以上の高齢者、後期高齢者を国保や健保から引き離して、７５歳以上だけの…… 

○議長（三  良人）  それやけえ言いよるでしょうが。持論やなくて、会計の歳入歳出について、

どこがどうだから反対しますとかいうのが討論なんです。あなたの持論を言っても討論にならん

とって言いよろうが。 

○議員（１番 児玉  求）  討論を言わないとわからないんですから。 

○議長（三  良人）  討論になってないって言ってるでしょうが、あなた。本当にもう。（「先

に制度の問題」の声あり） 

○議員（１番 児玉  求）  そうです、制度上が問題であると。（「それは言わんでいい」の声

あり） 

○議長（三  良人）  そうじゃないと。（「制度に対する反対じゃない」の声あり）会計を認定

するかせんかだから。じゃけえ、使い方のここが悪いとか、そこが悪いからっていうことを言う

て反対討論せにゃ。あなたの持論を言ってもしょうがないわけ、討論に。意見だからそれは。た

んびたんび言いよる。ちょっと理解してくださいよ、あなたの中で。 

○議員（１番 児玉  求）  議長、もちろん数字もそうですけど。 

○議長（三  良人）  その数字が大事なことですよ。 

○議員（１番 児玉  求）  それももちろんそうでありますが。 

○議長（三  良人）  それやけ違うって言いよろうが、あなた。（「決算ですよ、決算」の声あ

り）決算だから、この会計のここの使い方がどうだから反対しますとか、そういうことを言うの

が討論ですよ、このときの。 

○議員（１番 児玉  求）  いやいや、もちろんそれはわかります。 

○議長（三  良人）  わかっとらんやないですか、何か持論を言いよるだけじゃないですか、あ

なたは。 

○議員（１番 児玉  求）  当然それもわかりますが。 

○議長（三  良人）  わかりますやない、それが討論って言ってるでしょうが。（「制度は変え

られないんですよ」の声あり）あなたのね、持論を言うとこやないって言いよろうが。 

○議員（１番 児玉  求）  そういうことはないでしょ。 

○議長（三  良人）  そういうことです。 

○議員（１番 児玉  求）  制度が変えられんということはありません。 

○議長（三  良人）  そういうことをね、ちょっと待って、そういうことを言う場所やないの、
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ここは。決算認定だから。（「委員会でやっとるやないですか」の声あり）わかってます、あな

た。たんびたんび、討論は何かって言いよるのに。 

○議員（１番 児玉  求）  いやいや、まあちょっと…… 

○議長（三  良人）  いやいややなくて、ちゃんと討論してください。反対討論なら反対討論、

ちゃんとしてください。あなたの持論を聞く場所じゃない。 

○議員（１番 児玉  求）  もちろん持論でもありますが。 

○議長（三  良人）  ないって言いよろうが。わからんね、あなた。この前渡したでしょ、討論

はどうのこうのって、読んでください言うて。読みましたか。 

○議員（１番 児玉  求）  反対なら反対討論に導くようにというのが、討論の、そういう話で

すが。しかし、皆さんの意見と言いますか（「決算の委員会しましたから、言いましたから」の

声あり）いやいや、この制度上の…… 

○議長（三  良人）  もう、ちょっとやめて。ちゃんと討論してって言いよるやろ。却下します

よ。（「却下」の声あり）（「制度に反対する」の声あり） 

○議員（１番 児玉  求）  そうです。（発言する声あり） 

○議長（三  良人）  それやけえ違うって言いよろうが。だから違うって言ってるでしょうが。

（「決算に対して反対」の声あり） 

○議員（１番 児玉  求）  ちょっと納得できませんね、その。 

○議長（三  良人）  あなたが納得できないのはしょうがない。理解できないんだから、あなた

は。 

○議員（１番 児玉  求）  理解できないという言い方はおかしいでしょう。 

○議長（三  良人）  できてないでしょうが。もう何年になります、あなた、議員になってから。

たんびたんび、こんなことを言われてから、皆さんから。 

○議員（５番 田ノ上 真）  そういう議論の場じゃないと思います。進めましょう。 

○議長（三  良人）  児玉議員、座ってください。 

 これにて討論を終結します。よって、議案第４９号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は認定とするものです。よって、議案第４９号は委員長報告のとおり認定することに

御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり可決し認定することに決定しまし

た。 

 議案第５０号について討論に入ります。討論はありませんか。──討論なしと認めます。よっ
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て議案５０号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。よっ

て、議案第５０号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり可決し認定することに決定しまし

た。 

 議案第５１号について討論に入ります。討論はありませんか。──討論なしと認めます。よっ

て、議案第５１号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

よって、議案第５１号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり可決し認定することに決定しま

した。 

 議案第５２号について討論に入ります。討論はありませんか。──討論なしと認めます。よっ

て、議案第５２号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

よって、議案第５２号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業

会計決算の認定については、原案のとおり可決し認定することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第５３号

○議長（三  良人）  日程第７、議案第５３号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。７番、松山力弥君。 

○総務建設産業委員長（松山 力弥）  おはようございます。それでは、議案第５３号工事請負契

約の締結について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 議案書７ページでございます。 

 工事名、城山防災会館（仮称）建設工事、契約方法、指名競争入札、請負金９,８０６万

４,０００円、請負者、福岡県糟屋郡須恵町大字植木５９６番地２、株式会社若杉建設、代表取

締役、若杉良富、契約保証の方法、契約保証金現金９８０万７,０００円、工期は契約の効力が

生じた日から平成３０年３月１５日までとなっております。 

 今回の工事につきましては、本店の所在地が須恵町内及び福岡市にあり、かつ須恵町指名競争

入札参加者基準要項別表で、建築工事一式、Ｂ級以上、経営審査事項の評点が６６０点以上の
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５社を指名し、８月の２日に指名通知及び仕様書配付、８月１７日に入札会を実施しております。

落札率は９８.７２％です。 

 入札参加業者名はとの質疑ですが、有限会社小野工務店、株式会社飯田工務店、株式会社アル

シスホーム、株式会社若杉建設、株式会社小柳技建です。 

 以上、採決の結果、委員会全員賛成で可決でございます。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第５３号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５３号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５３号工事請負契約の締結について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第５４号

○議長（三  良人）  日程第８、議案第５４号名誉町民の推戴についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。７番、松山力弥君。 

○総務建設産業委員長（松山 力弥）  議案第５４号名誉町民の推戴について、総務建設産業委員

長の審査報告をいたします。 

 議案書は８ページでございます。 

 須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本議会の同意を求めるものです。住所は東京都

港区芝４丁目１６番１、氏名、渡邉具能、生年月日、昭和１６年４月７日７６歳でございます。 

 提案理由としましては、須恵町表彰条例第３条の、本町に２０年以上住所を有したことのある

もので、町の行政、産業及び経済等の発展、もしくは学術、技芸及び教育等の文化の興隆、その

他、町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、深く町民の尊敬を受ける者に該当する

ことから、名誉町民に推戴するもので、功績といたしましては、須恵町を縦断する高速道路の須

恵スマートインターチェンジの開設や県道志免・須恵線の開通などに御尽力をいただき、須恵町

の産業、経済の発展、また豊かな町民生活の実現に大きく貢献されたことです。 

 次のページをお願いします。 

 経歴書です。渡邉氏は昭和３９年に九州大学工学部を卒業後、国道交通省の前身である運輸省

に入省、平成８年衆議院議員総選挙に福岡４区から、自民党公認を受け出馬され、初当選から

４期を務められました。平成１８年には第１次安倍内閣の国土交通副大臣に就任されました。本
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町の名誉町民は昭和５８年の原田昇元町長以来２人目の推戴となります。 

 以上、採決の結果、委員会全員で同意でございます。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省

略し採決に入りたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号について採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は同意です。よって、議案第５４号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５４号名誉町民の推戴については、

委員長報告のとおり同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第５６号

○議長（三  良人）  日程第９、議案第５６号平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村桂子君。 

○予算審査特別委員長（今村 桂子）  議案第５６号平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第

２号）について、予算審査特別委員会の報告をいたします。 

 別冊歳入歳出予算補正予算書１ページです。 

 歳入歳出補正予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５,３７８万２,０００円を追

加し、総額を歳入歳出それぞれ８４億４,４７７万８,０００円とするものです。 

 ２項歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第１表歳入

歳出予算補正による。 

 債務負担行為の補正第２条、債務負担行為の追加は第２表債務負担行為補正による。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為補正、１追加、課税資料ファイリングシステム借上げ料、期間が平成

２９年度から平成３４年度まで。限度額１,０５０万円、粕屋南部消防組合負担金、平成２８年

度借入れ債償還分、期間平成２９年度から平成３３年度まで、限度額１,１９４万９,０００円と

するものです。 

 歳入の主なものは、１３款２項国庫補助金では、社会保障税番号制度システム整備費、国庫補

助金８９８万９,０００円、１６款寄附金７５０万円は水戸病院、吉松秀則氏より５０万円の篤
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志寄附金とふるさと応援寄附金７００万円です。 

 １８款繰越金３,３３８万２,０００円は、２８年度決算の実質収支額２億５,９１９万

７,０００円から、補正財源として一部計上するものです。 

 １９款３項雑入では、社会福祉協議会交付金返納金、福岡県町村会、町イチ村イチ２０１７参

加助成金など、３８９万２,０００円の補正です。 

 歳出の主なものは人件費で、４月の人事異動による職員給与と不用になった９件の費目の補正

です。それ以外の主なものは、２款１項総務管理費では、議案第５４号名誉町民推戴に係る

１２０万円、ふるさと応援寄附金記念品２４５万円、社会保障税番号制度システム整備業務委託

料１,００６万６,０００円で、うち国庫支出金が８９８万９,０００円です。篤志寄附金５０万

円は財政調整基金に積み立てます。 

 ２項徴税費では、町税過誤納還付金５９６万６,０００円が主なものです。 

 ３款民生費１項社会福祉費３７３万７,０００円は、旧アザレア幼児園電気設備改修工事請負

費２００万円、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金２３３万７,０００円などです。 

 ２項児童福祉費では、アザレア幼児園、れいんぼー幼児園の修繕費１１４万６,０００円、

７款商工費では、町イチ村イチ２０１７に出展にするための費用を検証。 

 ８款土木費では未登記処理委託料８０万円、１０款教育費では小中学校パソコン借上げ料

７３万円、第一小学校フェンス設置工事請負費４５万円などが計上されています。 

 質疑として、歳入において、１６款寄附金では篤志寄附金について、ふるさと応援寄附金につ

いて。 

 歳出において、２款総務費では名誉町民記念品について、ふるさと応援寄附金返礼品の割合に

ついて、ふるさと応援寄附金を推奨するための、これから先の方向性について、町税過誤納還付

金のグループホーム特例措置について、還付加算金の時効について、３款民生費では、社会福祉

協議会交付金の人件費分の内訳について、旧アザレア幼児園わくわくルーム電気設備工事の内容

について、旧アザレア幼児園跡地の遊具、草刈りについて、地域活性化センターホール照明改修

工事設計業務委託料の内訳について、シルバー人材センター跡地の活用についてなどの質疑があ

りました。 

 質疑を踏まえ採決の結果、全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

児玉君。 

○議員（１番 児玉  求）  私、特別審査委員会では賛成をいたしましたが、この渡邉具能氏の

ちょっと予算書を見ていただきまして、２款１項１１節の需要費、報償費、旅費、１２０万円余
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という予算が計上されておりました。賛成をいたしましたが、結局反対になって、時期尚早じゃ

ないかと思い反対討論をいたします。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  ほかに討論のある方。──これにて討論を終結します。よって、議案第

５６号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議案第５６号

は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５６号平成２９年度須恵町一般会計

補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

 ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分といたします。休憩に入ります。 

午前10時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時08分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５７号

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第５７号平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。６番、田ノ上真君。 

○文教厚生委員長（田ノ上 真）  議案第５７号平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書２３ページをお開きください。 

 第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４６５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を３８億２,０６５万４,０００円とするものです。 

 事項別明細書２６、２７ページをお開きください。 

 歳入９款１項１目繰越金４６５万４,０００円は、２８年度からの繰越金です。 

 ２８、２９ページをお開きください。 

 歳出９款１項５目国庫支出金等返還金６８５万３,０００円の増額補正は、療養給付費交付金

確定後の超過分を診療報酬支払基金へ返還するものです。 
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 １０款予備費２１９万９,０００円は、収支調整のための減額補正です。 

 文教厚生委員会、全員賛成で可決です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第５７号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５７号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５７号平成２９年度須恵町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第５８号

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第５８号平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。６番、田ノ上真君。 

○文教厚生委員長（田ノ上 真）  議案第５８号平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書３０ページをお開きください。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２３３万７,０００円を追加し、歳入歳出の総額を

３億１,４３３万７,０００円とするもので、職員の人事異動に伴う不足する人件費関連の補正の

みでございます。 

 事項別明細書３３、３４ページをお開きください。 

 歳入３款１項他会計繰入金は、一般会計から人件費分の事務費繰入金２３３万７,０００円の

増額補正をしております。 

 ３５、３６ページをお開きください。 

 歳出１款１項総務管理費では、人件費２３３万７,０００円を増額補正しております。 

 文教厚生委員会、全員賛成で可決しました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第５８号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５８号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 
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〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５８号平成２９年度須恵町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第５９号

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第５９号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。７番、松山力弥君。 

○総務建設産業委員長（松山 力弥）  議案第５９号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 別冊補正予算書の３７ページでございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２８万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１１億７２８万１,０００円とする。 

 第２項歳入歳出の補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表

歳入歳出予算補正による。 

 ４０ページの事項別明細書の歳入ですが、６款繰越金は収支調整による増額となっております。 

 ４２ページの歳出は、２款下水道事業費でマンホールポンプの追加に伴う維持管理業務委託料

の増額です。マンホールポンプの数についての質疑があり、現在は２８カ所あり、今回の補正は

１個分の単価のことです。 

 以上、採決の結果、委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第５９号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５９号平成２９年度須恵町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第６０号

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第６０号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 
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 総務建設産業委員長の報告を求めます。７番、松山力弥君。 

○総務建設産業委員長（松山 力弥）  議案第６０号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算

（第１号）について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書４４ページでございます。 

 第１条、平成２９年度須恵町の水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

以下、第２条、第３条は、実施計画内訳書にて説明いたします。 

 ４５ページでございます。 

 第４条、企業債の限度額の補正です。起債の目的、水道事業債、変更前限度額１億

５,２２０万円を、変更後１億６,５２０万円とする。緊急時連絡管布設事業費に伴う

１,３００万円の増額です。国庫補助金の減額分を補填するものです。起債の方法、利率、償還

の方法は従来どおりとなっております。 

 ４６ページをお願いします。 

 第２条の収益的収支の支出２３万円の増額は、労務単価の改定に伴います水源補償費等の増額

です。第３条の資本的収入２４万４,０００円の減額は、緊急時用連絡管に伴う企業債の増額及

び国庫補助金の確定に伴う減額です。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額１億５,０４７万円は、損益勘定留保

資金で補填します。 

 以上、採決の結果、委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第６０号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第６０号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第６０号平成２９年度須恵町水道事業

会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会議員の選挙

○議長（三  良人）  日程第１４、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会議員の選挙を議題とし

ます。 

 本件は、財産組合規約第５条及び第６条第１項の規定により、関係市町の議会議員の内から関

係市町議会において１人を選挙することになっておりますので、これより選挙を行います。 
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 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１８８条第２項の規定に基づき指名推選

によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定

しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長において指名したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しまし

た。 

 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会議員に、三上政義君を指名します。 

 お諮ります。ただいま、議長において指名しました三上政義君を糟屋郡篠栗町外一市五町財産

組合議会議員の当選人とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、三上政義君を糟屋郡篠栗町外一市五町財

産組合議会議員の当選人と決定しました。 

 三上政義君に、会議規則第３２条の第２項の規定により、告知をいたします。 

 ここで、三上政義君に当選の御挨拶をお願いします。三上君。 

○議員（１２番 三上 政義）  ただいま、議長より糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合の議会議員

として指名を受け、当選させていただきました。まことにありがとうございました。皆様方の御

指導、御鞭撻を賜りながら、財産組合の本部のさらなる発展を心に決め、努力してまいりたいと

思います。 

 これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございました。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．委員会の閉会中の継続調査について

○議長（三  良人）  日程第１５、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 各委員会より、会議規則第７０条の規定により次のとおり所管事務について、閉会中の継続調

査の申し出があっております。 

 お諮ります。議会運営委員会より議会運営及び会議システム導入について、文教厚生委員会よ

り介護予防、認知症防止にかかわる取り組みについて、総務建設産業委員会より税務課の業務に

ついて、以上、各委員会申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査と付することに決定し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議員の派遣について

○議長（三  良人）  日程第１６、議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮ります。議員の派遣については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手元に配りまし

たとおり派遣することに決定しました。 

 次にお諮りします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会

議規則第４２条の２の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂

正は議長に委任していただくことに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三  良人）  以上で、９月議会の全日程を終了しました。本会議終了後、議員は特別会

議室に御集合願います。 

 終了後、広報特別委員会を第３委員会室で開催しますので、委員の方は御集合願います。 

 会議を閉じます。平成２９年第３回須恵町議会定例会を閉会します。 

午前11時25分閉会 

────────────────────────────── 
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